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保医発 0305 第２号 

                                                                    

平成 30 年３月５日 

 

地方厚生（支）局医療課長 

都道府県民生主管部（局） 

 国民健康保険主管課（部）長      殿 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

 後期高齢者医療主管課（部）長 

 

 

                                              厚 生 労 働 省 保 険 局 医 療 課 長 

（公 印 省 略） 

 

                                         厚生労働省保険局歯科医療管理官 

（公 印 省 略） 

 

 

 

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 

 

 

 標記については、本日、「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」（平成 30 年厚生労働省告示

第 43 号）の公布に伴い、「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」（平成 30 年厚生労働省告

示第 44 号）が公布され、平成 30 年４月１日より適用されることとなったところであるが、保険医療

機関からの届出を受理する際には、下記の事項に留意の上、貴管下の保険医療機関及び審査支払機関

等に周知徹底を図り、その取扱いに遺漏のないよう特段の御配慮を願いたい。 

 なお、従前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（平成 2

8 年３月４日保医発 0304 第１号）は、平成 30 年３月 31 日限り廃止する。 

 

                                            記 

 

第１ 基本診療料の施設基準等 

基本診療料の施設基準等については、「基本診療料の施設基準等の一部を改正する件」による改

正後の「基本診療料の施設基準等」（平成 20 年厚生労働省告示第 62 号）に定めるものの他、下記

のとおりとし、下記の施設基準を歯科診療について適合する場合にあっては、必要に応じて、当該

基準中「医師」とあるのは、「歯科医師」と読み替えて適用するものとする。 

１ 初・再診料の施設基準等は別添１のとおりとする。 

２ 入院基本料等の施設基準等は別添２のとおりとする。 

３ 入院基本料等加算の施設基準等は別添３のとおりとする。 



 - 2 -

４ 特定入院料の施設基準等は別添４のとおりとする。 

５ 短期滞在手術等基本料の施設基準等は別添５のとおりとする。 

６ 基本診療料の施設基準等及び本通知において規定する診療科については、医療法施行令（昭和

23 年政令第 326 号）及び医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）の規定に基づき、当該

診療科名に他の事項を組み合わせて標榜する場合も含むものであること。 

７ 診療等に要する書面等は別添６のとおりである。 

なお、当該書面による様式として示しているものは、参考として示しているものであり、示

している事項が全て記載されている様式であれば、別添６の様式と同じでなくても差し支えない

ものであること。 

また、当該様式の作成や保存方法等に当たっては、医師事務作業の負担軽減等の観点から各

保険医療機関において工夫されたい。 

８ 基本診療料の施設基準等における常勤配置とは、従事者が労働基準法（昭和 22 年法律第 49

号）第 65 条に規定する休業（以下「産前産後休業」という。）、育児休業、介護休業等育児又

は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育児・介護休業

法」という。）第２条第１号に規定する育児休業（以下「育児休業」という。）、同条第２号に

規定する介護休業（以下「介護休業」という。）、同法第 23 条第２項の育児休業に関する制度

に準ずる措置又は同法第 24 条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定により同項第２号に

規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業（以下「育児休業に準ずる休業」

という。）を取得中の期間において、当該施設基準等において求められる資質を有する複数の非

常勤従事者の常勤換算後の人員数を原則として含めるものであること。 

また、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第 23 条第１項、同条第３項又は

同法第 24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっ

ては、週 30 時間以上の勤務で常勤扱いとすること。 

 

第２ 届出に関する手続き 

１ 基本診療料の施設基準等に係る届出に際しては、特に規定のある場合を除き、当該保険医療機

関単位で行うものであること。 

２ 「基本診療料の施設基準等」の各号に掲げる施設基準に係る届出を行おうとする保険医療機関

の開設者は、当該保険医療機関の所在地の地方厚生（支）局長に対して、別添７の当該施設基準

に係る届出書（届出書添付書類を含む。以下同じ。）を１通提出するものであること。なお、国

立高度専門医療研究センター等で内部で権限の委任が行われているときは、病院の管理者が届出

書を提出しても差し支えない。また、当該保険医療機関は、提出した届出書の写しを適切に保管

するものであること。 

３ 届出書の提出があった場合は、届出書を基に、「基本診療料の施設基準等」及び本通知の第１

に規定する基準に適合するか否かについて要件の審査を行い、記載事項等を確認した上で受理又

は不受理を決定するものであること。また、補正が必要な場合は適宜補正を求めるものとする。

なお、この要件審査に要する期間は原則として２週間以内を標準とし、遅くとも概ね１か月以内

（提出者の補正に要する期間は除く。）とするものであること。 

４ 届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に規定する場合を除き、届出前１か月の

実績を有していること。ただし、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急入院料及び精神科救
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急・合併症入院料の施設基準については届出前４か月、回復期リハビリテーション病棟入院料１、

回復期リハビリテーション病棟入院料２、回復期リハビリテーション病棟入院料３、回復期リハ

ビリテーション病棟入院料４及び回復期リハビリテーション病棟入院料５の施設基準については

届出前６か月、地域移行機能強化病棟入院料の施設基準については届出前１年間の実績を有して

いること並びに急性期一般入院料２及び急性期一般入院料３については、届出前の直近３月以上

急性期一般入院料１を算定している実績を有していること。ただし、平成 30 年３月 31 日時点で、

診療報酬の算定方法の一部を改正する件（平成 30 年厚生労働省告示第 43 号）による改正前の診

療報酬の算定方法（以下「旧算定方法」という。）別表第一区分番号Ａ１００に掲げる７対１入

院基本料の届出を行っている病棟並びに一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般病

棟の場合に限る。）及び専門病院入院基本料について、全ての病棟で包括的に届出を行うのでは

なく、看護配置が異なる病棟群（7 対１入院基本料と 10 対１入院基本料の組み合わせに限

る。）ごとによる届出を行っている保険医療機関における当該病棟にあっては、急性期一般入院

料２又は３の基準を満たす限り、平成 32 年３月 31 日までの間、届出前の直近３月以上の急性期

一般入院料１の算定実績を要しない。なお、特に規定するものの他、単なる名称変更、移転等で

実体的に開設者及び従事者に変更がないと考えられるものについては実績を要しない。 

５ 基本診療料の施設基準等に係る届出を行う保険医療機関が、次のいずれかに該当する場合に 

あっては当該届出の受理は行わないものであること。 

(１) 当該届出を行う前６か月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出（法

令の規定に基づくものに限る。）を行ったことがある保険医療機関である場合。 

(２) 当該届出を行う前６か月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労

働大臣が定める掲示事項等（平成 18 年厚生労働省告示第 107 号）に違反したことがある保

険医療機関である場合。 

(３) 地方厚生（支）局長に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患

者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法（平成 18 年厚生労働省告示

第 104 号）に該当している保険医療機関である場合。 

(４) 当該届出を行う前６か月間において、健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 78 条第１

項（同項を準用する場合を含む。）及び高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第

80 号）（以下「高齢者医療確保法」という。）第 72 条第１項の規定に基づく検査等の結果、

診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた保険医療機関である

場合。なお、「診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた場

合」とは、「保険医療機関及び保険医等の指導及び監査について」（平成 12 年５月 31 日保

発第 105 号厚生省保険局長通知）に規定する監査要綱に基づき、戒告若しくは注意又はその

他の処分を受けた場合をいうものとする。 

６ 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者に対して受理

番号を付して通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知するものであるこ

と。なお、入院基本料等区分があるものについては、区分も付して通知すること。 

機能強化加算                           （機能強化）第  号 

初診料（歯科）の注１に掲げる基準                 （歯初診）第  号 

時間外対応加算１                        （時間外１）第  号 

時間外対応加算２                                                （時間外２）第  号 
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時間外対応加算３                                                （時間外３）第  号 

地域包括診療加算                         （地包加）第  号 

地域歯科診療支援病院歯科初診料                  （病初診）第  号 

歯科外来診療環境体制加算１                                      （外来環１）第  号 

歯科外来診療環境体制加算２                                      （外来環２）第  号 

歯科診療特別対応連携加算                     （歯特連）第  号 

オンライン診療料                         （オン診）第  号 

一般病棟入院基本料                                              （一般入院）第  号 

療養病棟入院基本料                                            （療養入院）第  号 

結核病棟入院基本料                                              （結核入院）第  号 

精神病棟入院基本料                                              （精神入院）第  号 

特定機能病院入院基本料                                          （特定入院）第  号 

専門病院入院基本料                                              （専門入院）第  号 

障害者施設等入院基本料                                          （障害入院）第  号 

有床診療所入院基本料                                            （診入院）第  号 

有床診療所入院基本料在宅復帰機能強化加算             （診入帰）第  号 

有床診療所療養病床入院基本料                                （診療養入院）第  号 

有床診療所療養病床入院基本料在宅復帰機能強化加算       （診療養入帰）第  号 

総合入院体制加算１                        （総合１）第  号 

総合入院体制加算２                        （総合２）第  号 

総合入院体制加算３                        （総合３）第  号 

超急性期脳卒中加算                                  （超急性期）第  号 

診療録管理体制加算１                                            （診療録１）第  号 

診療録管理体制加算２                      （診療録２）第  号 

医師事務作業補助体制加算１                                      （事補１）第  号 

医師事務作業補助体制加算２                    （事補２）第  号 

急性期看護補助体制加算                     （急性看補）第  号 

看護職員夜間配置加算                       （看夜配）第  号 

特殊疾患入院施設管理加算                                            （特施）第  号 

看護配置加算                            （看配）第   号 

看護補助加算                             （看補）第  号 

療養環境加算                             （療）第  号 

重症者等療養環境特別加算                                            （重）第  号 

療養病棟療養環境加算１                            （療養１）第  号 

療養病棟療養環境加算２                             （療養２）第  号 

療養病棟療養環境改善加算１                   （療養改１）第  号 

療養病棟療養環境改善加算２                   （療養改２）第  号 

診療所療養病床療養環境加算                            （診療養）第  号 

診療所療養病床療養環境改善加算                      （診療養改）第  号 

無菌治療室管理加算１                                              （無菌１）第  号 
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無菌治療室管理加算２                                              （無菌２）第  号 

緩和ケア診療加算                                                  （緩診）第  号 

有床診療所緩和ケア診療加算                                        （診緩診）第  号 

精神科応急入院施設管理加算                                          （精応）第  号 

精神病棟入院時医学管理加算                                        （精入学）第  号 

精神科地域移行実施加算                                            （精移行）第  号 

精神科身体合併症管理加算                                      （精合併加算）第  号 

精神科リエゾンチーム加算                                          （精リエ）第  号 

重度アルコール依存症入院医療管理加算               （重アル）第  号 

摂食障害入院医療管理加算                    （摂食障害）第  号 

栄養サポートチーム加算                      （栄養チ）第  号 

医療安全対策加算１                      （医療安全１）第  号 

医療安全対策加算２                      （医療安全２）第  号 

感染防止対策加算１                      （感染防止１）第  号 

感染防止対策加算２                      （感染防止２）第  号 

患者サポート体制充実加算                                          （患サポ）第  号 

褥瘡ハイリスク患者ケア加算                   （褥瘡ケア）第  号 

ハイリスク妊娠管理加算                                          （ハイ妊娠）第  号 

ハイリスク分娩管理加算                     （ハイ分娩）第  号 

精神科救急搬送患者地域連携紹介加算                            （精救急紹介）第  号 

精神科救急搬送患者地域連携受入加算                            （精救急受入）第  号 

総合評価加算                           （総合評価）第  号 

呼吸ケアチーム加算                        （呼吸チ）第  号 

後発医薬品使用体制加算１                    （後発使１）第  号 

後発医薬品使用体制加算２                    （後発使２）第  号 

後発医薬品使用体制加算３                    （後発使３）第  号 

後発医薬品使用体制加算４                    （後発使４）第  号 

病棟薬剤業務実施加算１                                         （病棟薬１）第  号 

病棟薬剤業務実施加算２                     （病棟薬２）第  号 

データ提出加算                                                  （データ提）第  号 

入退院支援加算                                                  （入退支）第  号 

認知症ケア加算                          （認ケア）第  号 

精神疾患診療体制加算                       （精疾診）第  号 

精神科急性期医師配置加算                    （精急医配）第  号 

地域歯科診療支援病院入院加算                                    （地歯入院）第  号 

救命救急入院料１                          （救１）第  号 

救命救急入院料２                                    （救２）第  号 

救命救急入院料３                          （救３）第   号 

救命救急入院料４                           （救４）第  号 

特定集中治療室管理料１                        （集１）第  号 
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特定集中治療室管理料２                        （集２）第  号 

特定集中治療室管理料３                        （集３）第  号 

特定集中治療室管理料４                        （集４）第  号 

ハイケアユニット入院医療管理料１               （ハイケア１）第  号 

ハイケアユニット入院医療管理料２               （ハイケア２）第  号 

脳卒中ケアユニット入院医療管理料               （脳卒中ケア）第  号 

小児特定集中治療室管理料                      （小集）第  号 

新生児特定集中治療室管理料１                                        （新１）第  号 

新生児特定集中治療室管理料２                                        （新２）第   号 

総合周産期特定集中治療室管理料                       （周）第  号 

新生児治療回復室入院医療管理料                  （新回復）第  号 

一類感染症患者入院医療管理料       （一類）第  号 

特殊疾患入院医療管理料                       （特入）第  号 

小児入院医療管理料１                       （小入１）第  号 

小児入院医療管理料２                       （小入２）第  号 

小児入院医療管理料３                                             （小入３）第  号 

小児入院医療管理料４                                             （小入４）第  号 

小児入院医療管理料５                       （小入５）第  号 

回復期リハビリテーション病棟入院料１                （回１）第  号 

回復期リハビリテーション病棟入院料２                                （回２）第  号 

回復期リハビリテーション病棟入院料３                                （回３）第  号 

回復期リハビリテーション病棟入院料４                （回４）第  号 

回復期リハビリテーション病棟入院料５                （回５）第  号 

回復期リハビリテーション病棟入院料６                （回６）第  号 

地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア入院医療管理料１   （地包ケア１）第  号 

地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケア入院医療管理料２   （地包ケア２）第  号 

地域包括ケア病棟入院料３及び地域包括ケア入院医療管理料３   （地包ケア３）第  号 

地域包括ケア病棟入院料４及び地域包括ケア入院医療管理料４   （地包ケア４）第  号 

特殊疾患病棟入院料１                       （特疾１）第  号 

特殊疾患病棟入院料２                       （特疾２）第  号 

緩和ケア病棟入院料１                                               （緩１）第  号 

緩和ケア病棟入院料２                                                （緩２）第  号 

精神科救急入院料１                                                （精救１）第  号 

精神科救急入院料２                        （精救２）第  号 

精神科急性期治療病棟入院料１                       （精急１）第  号 

精神科急性期治療病棟入院料２                     （精急２）第  号 

精神科救急・合併症入院料                                          （精合併）第  号 

児童・思春期精神科入院医療管理料                                  （児春入）第  号 

精神療養病棟入院料                                              （精療）第  号 

認知症治療病棟入院料１                      （認治１）第  号 
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認知症治療病棟入院料２                      （認治２）第  号 

特定一般病棟入院料１                                              （特般１）第  号 

特定一般病棟入院料２                                              （特般２）第  号 

地域移行機能強化病棟入院料                    （移機強）第  号 

短期滞在手術等基本料１                      （短手１）第  号 

短期滞在手術等基本料２                      （短手２）第  号 

７ 各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の１日から当該届出に係る診

療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月

の１日から算定する。なお、平成 30 年４月 16 日までに届出書の提出があり、同月末日までに要

件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月１日に遡って算定することができるも

のとする。 

８ 届出の不受理の決定を行った場合は、速やかにその旨を提出者に対して通知するものである

こと。 

 

第３ 届出受理後の措置等  

１ 届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じ、当該施設基準を満たさなくな

った場合又は当該施設基準の届出区分が変更となった場合には、保険医療機関の開設者は遅滞な

く変更の届出等を行うものであること。また、病床数に著しい増減があった場合にはその都度届

出を行う。（病床数の著しい増減とは、病棟数の変更や、病棟の種別ごとの病床数に対して１割

以上の病床数の増減があった場合等のことであるが、これに該当しない病床数の変更の場合であ

っても、病床数の増減により届出の基準を満たさなくなった場合には、当然、変更の届出は必要

である。） 

ただし、次に掲げる事項についての一時的な変動についてはこの限りではない。 

(１) 平均在院日数及び月平均夜勤時間数については、暦月で３か月を超えない期間の１割以内

の一時的な変動。 

(２) 医師と患者の比率については、暦月で３か月を超えない期間の次に掲げる範囲の一時的な

変動 

ア 医療法に定める標準数を満たしていることが届出に係る診療料の算定要件とされてい

る場合 

当該保険医療機関における医師の配置数が、医療法に定める標準数から１を減じた数以 

上である範囲 

イ 「基本診療料の施設基準等」第五の二の(１)のイの②の３、四の(１)のイの④及び六

の(２)のイの⑤の場合 

常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に 100 分の 10 を乗じて得た数から１を減

じた数以上 

(３) １日当たり勤務する看護師及び准看護師又は看護補助者（以下「看護要員」という。）の 

数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護師及び准看護師（以下「看護職員」とい

う。）の数に対する看護師の比率については、暦月で１か月を超えない期間の１割以内の一 

時的な変動。 

(４) 医療法上の許可病床数（感染症病床を除く。）が 100 床未満の病院及び特別入院基本料



 - 8 -

（月平均夜勤時間超過減算により算定する場合を除く。）を算定する保険医療機関にあっ

ては、１日当たり勤務する看護要員の数、看護要員の数と入院患者の比率並びに看護職員

の数に対する看護師の比率については、暦月で３か月を超えない期間の１割以内の一時的

な変動。 

(５) 算定要件（一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡ（以下「重症度、医療・看護

必要度Ⅰ・Ⅱ」という。）の評価方法を用いる要件は除く。）中の該当患者の割合につい

ては、暦月で３か月を超えない期間の１割以内の一時的な変動。 

(６) 算定要件中の紹介率及び逆紹介率については、暦月で３か月間の一時的な変動。 

２ １による変更の届出は、１のただし書の場合を除き、届出の内容と異なった事情が生じた日の

属する月の翌月に速やかに行うこと。その場合においては、変更の届出を行った日の属する月の

翌月（変更の届出について、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理された場合には当

該月の１日）から変更後の入院基本料等を算定すること。ただし、面積要件や常勤職員の配置要

件のみの変更の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準の場合には、当

該施設基準を満たさなくなった日の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該変更の届出を行

った日の属する月の翌月から変更後の入院基本料等を算定すること。 

３ 届出を受理した保険医療機関については、適時調査を行い（原則として年１回、受理後６か月

以内を目途）、届出の内容と異なる事情等がある場合には、届出の受理の変更を行うなど運用の

適正を期するものであること。 

４ 基本診療料の施設基準等に適合しないことが判明した場合は、所要の指導の上、変更の届出を

行わせるものであること。その上で、なお改善がみられない場合は、当該届出は無効となるもの

であるが、その際には当該保険医療機関の開設者に弁明を行う機会を与えるものとすること。 

５ 届出を行った保険医療機関は、毎年７月１日現在で施設基準の適合性を確認し、その結果につ

いて報告を行うものであること。 

６ 地方厚生（支）局においては、届出を受理した後、当該届出事項に関する情報を都道府県に提

供し、相互に協力するよう努めるものとすること。 

７ 届出事項については、被保険者等の便宜に供するため、地方厚生（支）局において閲覧（ホー

ムページへの掲載等を含む。）に供するとともに、当該届出事項を適宜とりまとめて、保険者等

に提供するよう努めるものとする。また、保険医療機関においても、保険医療機関及び保険医療

養担当規則（昭和 32 年厚生省令第 15 号）及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療

養の給付等の取扱い及び担当に関する基準（昭和 58 年厚生省告示第 14 号）の規定に基づき、院

内の見やすい場所に届出内容の掲示を行うよう指導をするものであること。 

 （掲示例） 

(１) 入院患者数 42 人の一般病棟で、一般病棟入院基本料の急性期一般入院料７を算定してい

る病院の例 

「当病棟では、１日に 13 人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。

なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。」 

・ 朝９時から夕方 17 時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は６人以内です。 

・ 夕方 17 時から深夜１時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は 14 人以内です。 

・ 深夜１時から朝９時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は 14 人以内です。 

  (２) 有床診療所入院基本料１を算定している診療所の例 
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      「当診療所には、看護職員が７人以上勤務しています。」 

 

第４ 経過措置等 

１ 第２及び第３の規定にかかわらず、平成 30 年３月 31 日現在において入院基本料等の届出が受

理されている保険医療機関については、次の取扱いとする。 

平成 30 年３月 31 日において現に表１及び表２に掲げる入院基本料等以外の入院基本料等を

算定している保険医療機関であって、引き続き当該入院基本料等を算定する場合には、新たな届

出を要しないが、平成 30 年４月以降の実績により、届出を行っている入院基本料等の施設基準

等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。 

 

表１ 新たに施設基準が創設されたことにより、平成 30 年４月以降において当該点数を算定す

るに当たり届出の必要なもの 

初診料の注 12 に掲げる機能強化加算 

初診料（歯科）の注１に掲げる施設基準 

オンライン診療料 

結核病棟入院基本料の注７に掲げる重症患者割合特別入院基本料 

療養病棟入院基本料の注 13 に掲げる夜間看護加算 

障害者施設等入院基本料の注９に掲げる看護補助加算 

障害者施設等入院基本料の注 10 に掲げる夜間看護体制加算 

看護職員夜間 16 対１配置加算２ 

医療安全対策加算の注２に掲げる医療安全対策地域連携加算１又は２ 

感染防止対策加算の注３に掲げる抗菌薬適正使用支援加算 

後発医薬品使用体制加算４ 

入退院支援加算の注７に掲げる入院時支援加算 

特定集中治療室管理料の注４に掲げる早期離床・リハビリテーション加算 

回復期リハビリテーション病棟入院料４ 

回復期リハビリテーション病棟入院料５ 

回復期リハビリテーション病棟入院料６ 

地域包括ケア病棟入院料１ 

地域包括ケア入院医療管理料１ 

地域包括ケア病棟入院料３ 

地域包括ケア入院医療管理料３ 

地域包括ケア病棟入院料の注７に掲げる看護職員夜間配置加算 

緩和ケア病棟入院料１ 

緩和ケア病棟入院料２ 

精神科救急入院料の注５に掲げる看護職員夜間配置加算 

精神科救急・合併症入院料の注５の看護職員夜間配置加算 

 

表２ 施設基準の改正により、平成 30 年３月 31 日において現に当該点数を算定していた保険医

療機関であっても、平成 30 年４月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なも
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の 

 地域歯科診療支援病院歯科初診料（平成 31 年４月１日以降に引き続き算定する場合に限

る。） 

初診料（歯科）の注９に掲げる歯科外来診療環境体制加算１（平成 30 年３月 31 日において、 

現に旧算定方法別表Ａ０００の注９に掲げる歯科外来診療環境体制加算に係る届出を行ってい 

る保険医療機関（地域歯科診療支援病院歯科初診料の届出を行っている保険医療機関を除 

く。）であって、平成 30 年 10 月１日以降に引き続き算定する場合に限る。） 

初診料（歯科）の注９に掲げる歯科外来診療環境体制加算２（平成 30 年３月 31 日において、 

現に旧算定方法別表Ａ０００の注９に掲げる歯科外来診療環境体制加算に係る届出を行ってい 

る保険医療機関（地域歯科診療支援病院歯科初診料の届出を行っている保険医療機関に限 

る。）であって、平成 30 年 10 月１日以降に引き続き算定する場合に限る。） 

 再診料の注 12 に掲げる地域包括診療加算１ 

 一般病棟入院基本料（急性期一般入院基本料７、地域一般入院基本料２及び３を除く。）（平

成 30 年 10 月１日以降に引き続き算定する場合に限る。） 

 一般病棟入院基本料（急性期一般入院基本料４から７までに限る。）（許可病床数が 200 床未

満の保険医療機関に限る。）（データ提出加算の届出を既に届け出ている保険医療機関を除

く。）（平成 31 年４月１日以降に引き続き算定する場合に限る。） 

 療養病棟入院基本料（平成 30 年 10 月１日以降に引き続き算定する場合に限る。） 

 療養病棟入院基本料（許可病床数が 200 床以上の保険医療機関に限る。）（データ提出加算の

届出を既に届け出ている保険医療機関を除く。）（平成 31 年４月１日以降に引き続き算定す

る場合に限る。） 

 療養病棟入院基本料の注 10 に掲げる在宅復帰機能強化加算（平成 30 年 10 月１日以降に引き

続き算定する場合に限る。） 

 結核病棟入院基本料（７対１入院基本料に限る。）（平成 30 年 10 月１日以降に引き続き算定

する場合に限る。） 

 特定機能病院入院基本料（一般病棟に限る。）（7 対１入院基本料に限る。）（平成 30 年 10

月１日以降に引き続き算定する場合に限る。） 

 特定機能病院入院基本料の注５に掲げる看護必要度加算（平成 30 年 10 月１日以降に引き続き

算定する場合に限る。） 

 特定機能病院入院基本料（一般病棟に限る。）（７対１入院基本料及び 10 対１入院基本料に

限る。）（許可病床数が 200 床未満の保険医療機関に限る。）（データ提出加算の届出を既

に届け出ている保険医療機関を除く。）（平成 31 年４月１日以降に引き続き算定する場合に

限る。） 

 専門病院入院基本料（７対１入院基本料に限る。）（平成 30 年 10 月１日以降に引き続き算定

する場合に限る。） 

 専門病院入院基本料の注３に掲げる看護必要度加算（平成 30 年 10 月１日以降に引き続き算定

する場合に限る。） 

 専門病院入院基本料（７対１入院基本料及び 10 対１入院基本料に限る。）（許可病床数が 20

0 床未満の保険医療機関に限る。）（データ提出加算の届出を既に届け出ている保険医療機関

を除く。）（平成 31 年４月１日以降に引き続き算定する場合に限る。） 

総合入院体制加算（平成 30 年 10 月１日以降に引き続き算定する場合に限る。） 
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 急性期看護補助体制加算（10 対１入院基本料に限る。）（平成 30 年 10 月１日以降に引き続

き算定する場合に限る。） 

 看護職員夜間配置加算（10 対１入院基本料に限る。）（平成 30 年 10 月１日以降に引き続き

算定する場合に限る。） 

 看護補助加算１（平成 30 年 10 月１日以降に引き続き算定する場合に限る。） 

 後発医薬品使用体制加算（４を除く。） 

 データ提出加算（１のロ及び２のロに限る。）（許可病床数が 200 床未満の保険医療機関に限

る。）（平成 31 年４月１日以降に引き続き算定する場合に限る。） 

 救命救急入院料１、３（平成 30 年 10 月１日以降に引き続き算定する場合に限る。） 

 救命救急入院料の注３に掲げる救急体制充実加算（平成 31 年４月１日以降に引き続き算定す

る場合に限る。） 

脳卒中ケアユニット入院医療管理料（平成 30 年 10 月１日以降に引き続き算定する場合に限

る。） 

回復期リハビリテーション病棟入院料（データ提出加算の届出を既に届け出ている保険医療機

関を除く。）（平成 31 年４月１日以降に引き続き算定する場合に限る。） 

地域包括ケア病棟入院料（平成 30 年 10 月１日以降に引き続き算定する場合に限る。） 

緩和ケア病棟入院料１（平成 30 年 10 月１日以降に引き続き算定する場合に限る。） 

特定一般病棟入院料の注７（平成 30 年 10 月１日以降に引き続き算定する場合に限る。） 

 

表３ 診療報酬の算定項目の名称が変更されたが、平成 30 年３月 31 日において現に当該点数を

   算定していた保険医療機関であれば新たに届出は必要でないもの 

地域包括診療加算 → 地域包括診療加算２ 

一般病棟入院基本料（10 対１入院基本料に

限る。） 

→ 

 

急性期一般入院基本料７ 

一般病棟入院基本料（13 対１入院基本料に

限る。） 

→ 

 

地域一般入院基本料２ 

一般病棟入院基本料（15 対１入院基本料に

限る。） 
→ 

 

地域一般入院基本料３ 

看護職員夜間 16 対１配置加算 → 看護職員夜間 16 対１配置加算１ 

退院支援加算 → 入退院支援加算 

地域包括ケア病棟入院料１及び地域包括ケア

入院医療管理料１ 

→ 地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケ

ア入院医療管理料２ 

地域包括ケア病棟入院料２及び地域包括ケア

入院医療管理料２ 

→ 地域包括ケア病棟入院料４及び地域包括ケ

ア入院医療管理料４ 

 

２ 精神病棟入院基本料の特別入院基本料の施設基準のうち「当該病棟の入院患者の数が 25 又は

その端数を増すごとに１以上であること」については、看護職員の確保が特に困難であると認め

られる保険医療機関であって、看護職員の確保に関する具体的な計画が定められているものにつ

いては、当該施設基準の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 

３ 平成 30 年３月 31 日において、現に一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料（一般病棟
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の場合に限る。）及び専門病院入院基本料について、全ての病棟で包括的に届出を行うのではな

く、看護配置が異なる病棟群（7 対１入院基本料と 10 対１入院基本料の組み合わせに限る。）

ごとによる届出を行っている保険医療機関における当該病棟にあっては、第２の４の規定にかか

わらず、同年９月 30 日までの間に限り、別添２における急性期一般入院料２に係る基準を満た

しているものとみなす。また、平成 30 年３月 31 日において、平成 30 年度改定前における「基

本診療料の施設基準等」の第十一経過措置の十四の規定の適用を受けていた病棟においては、同

年９月 30 日までの間に限り、別添２における急性期一般入院料２に係る基準を満たしているも

のとみなす。 

 



 - 3 -

５ 届出に関する事項 

 時間外対応加算に係る届出は、別添７の様式２を用いること。なお、当該加算の届出について

は実績を要しない。 

 

第２の２ 明細書発行体制等加算 

１ 明細書発行体制等加算に関する施設基準 

(１) 診療所であること。 

(２) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求又は光ディスク等を用いた診療報酬請求を行っ 

ていること。 

(３) 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患

者に無料で交付していること。また、その旨の院内掲示を行っていること。 

２ 届出に関する事項 

明細書発行体制等加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、

特に地方厚生（支）局長に対して、届出を行う必要はないこと。 

 

第２の３ 地域包括診療加算 

１ 地域包括診療加算１に関する施設基準 

(１)から(９)までの基準を全て満たしていること。 

(１) 診療所であること。 

(２) 当該医療機関に、慢性疾患の指導に係る適切な研修を修了した医師（以下「担当医」とい

いう。）を配置していること。 

(３) 健康相談を実施している旨を院内掲示していること。 

(４) 当該患者に対し院外処方を行う場合は、24 時間対応をしている薬局と連携をしているこ 

と。 

(５) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。 

ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。 

イ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の

保有又は借用している部分が禁煙であること。 

(６) 介護保険制度の利用等に関する相談を実施している旨を院内掲示し、かつ、要介護認定に

係る主治医意見書を作成しているとともに、以下のいずれか一つを満たしていること。 

ア 介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 46 条第１項に規定する指定居宅介護支援事業

者の指定を受けており、かつ、常勤の介護支援専門員（介護保険法第７条第５項に規定

するものをいう。）を配置していること。 

イ 介護保険法第８条第６項に規定する居宅療養管理指導又は同条第 10 項に規定する短期

入所療養介護等を提供した実績があること。 

ウ 当該医療機関において、同一敷地内に介護サービス事業所（介護保険法に規定する事

業を実施するものに限る。）を併設していること。 

エ 担当医が「地域包括支援センターの設置運営について」（平成 18 年 10 月 18 日付老計

発 1018001 号・老振発 1018001 号・老老発 1018001 号厚生労働省老健局計画課長・振興

課長・老人保健課長通知）に規定する地域ケア会議に年１回以上出席していること。 

sugata
ハイライト表示



 - 4 -

オ  介護保険によるリハビリテーション（介護保険法第８条第５項に規定する訪問リハビ

リテーション、同条第８項に規定する通所リハビリテーション、第８条の２第４項に規

定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第６項に規定する介護予防通所リハビリ

テーションに限る。）を提供していること。（なお、要介護被保険者等に対して、維持

期の運動器リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料又は廃用症候群

リハビリテーション料を原則として算定できないことに留意すること。） 

カ 担当医が、介護保険法第 14 条に規定する介護認定審査会の委員の経験を有すること。 

キ 担当医が、都道府県等が実施する主治医意見書に関する研修会を受講していること。 

ク 担当医が、介護支援専門員の資格を有していること。 

(７) 在宅医療の提供及び当該患者に対し 24 時間の往診等の体制を確保していること。（「特

掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」（平成 30 年３月

５日保医発 0305 第３号）の第９在宅療養支援診療所の施設基準の１の (１)）に規定する

在宅療養支援診療所以外の診療所については、連携医療機関の協力を得て行うものを含

む。） 

（８） 以下のいずれか１つを満していること。 

ア 時間外対応加算１又は２の届出を行っていること。 

イ 常勤換算２名以上の医師が配置されており、うち１名以上が常勤の医師であること。 

ウ 在宅療養支援診療所であること。 

  (９) 外来診療から訪問診療への移行に係る実績について、以下の全てを満たしていること。 

ア 直近１年間に、当該保険医療機関での継続的な外来診療を経て、区分番号「Ｃ０００」

往診料、区分番号「Ｃ００１」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の「１」又は区分番号「Ｃ００１

－２」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)（注１のイに場合に限る。）を算定した患者の数の合計が、

在宅療養支援診療所については 10 人以上、在宅療養支援診療所以外の診療所については

３人以上であること。 

イ 直近１か月に初診、再診、往診又は訪問診療を実施した患者のうち、往診又は訪問診療

を実施した患者の割合が 70％未満であること。 

ウ 平成 31 年３月 31 日までの間、アにおける在宅患者訪問診療料(Ⅰ)を算定した患者及び

在宅患者訪問診療料(Ⅱ) を算定した患者については、診療報酬の算定方法の一部を改正

する件（平成 30 年厚生労働省告示第 43 号）による改正前の診療報酬の算定方法（平成 2

0 年厚生労働省告示第 59 号）における区分番号「Ｃ００１」在宅患者訪問診療料を算定

した患者を含めることができる。 

２ 地域包括診療加算２に関する施設基準 

以下の全てを満たしていること。 

(１) １の(１)から(６)まで及び(８)を満たしていること。 

(２) 在宅医療の提供及び当該患者に対し 24 時間の連絡体制を確保していること。 

３ 届出に関する事項 

地域包括診療加算１又は２の施設基準に係る届出は、別添７の様式２の３を用いること。 

 

第２の４ 認知症地域包括診療加算 

１ 認知症地域包括診療加算１に関する基準 
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第２の３に掲げる地域包括診療加算１の届出を行っていること。 

２ 認知症地域包括診療加算２に関する基準 

第２の３に掲げる地域包括診療加算２の届出を行っていること。 

３ 届出に関する事項 

地域包括診療加算１又は２の届出を行っていればよく、認知症地域包括診療加算１又は２と

して特に地方厚生（支）局長に対して、届出を行う必要はないこと。 

 

第２の５ 特定妥結率初診料、特定妥結率再診料及び特定妥結率外来診療料 

１ 保険医療機関と卸売販売業者との価格交渉においては、「「医療用医薬品の流通改善に向けて

流通関係者が遵守すべきガイドライン」について」（平成 30 年１月 23 日医政発 0123 第９号、

保発 0123 第３号）に基づき、原則として全ての品目について単品単価契約とすることが望まし

いこと、個々の医薬品の価値を無視した値引き交渉、医薬品の安定供給や卸売業者の経営に影響

を及ぼすような流通コストを全く考慮しない値引き交渉を慎むこと等に留意するとともに、医薬

品価格調査の信頼性を確保する観点から、妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状

況を報告すること等について規定しているものであり、具体的な取扱いについては以下のとおり

とする。 

（１） 妥結率の報告における妥結とは、取引価格が決定しているものであり、契約書等の遡及

条項により、取引価格が遡及し変更することが可能な場合には未妥結とする。また、取引価

格は決定したが、支払期間が決定しないなど、取引価格に影響しない契約事項が未決定の場

合は妥結とする。 

※ 妥結率の計算については、下記のとおりとする。 

妥結率＝卸売販売業者（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律（昭和 35 年法律第 145 号）医薬品医療機器等法第 34 条第３項に規定する卸売販売業者

をいう。以下同じ。)と当該保険医療機関との間での取引価格が定められた医療用医薬品の

薬価総額（各医療用医薬品の規格単位数量×薬価を合算したもの）／当該保険医療機関にお

いて購入された医療用医薬品の薬価総額 

（２） 単品単価契約とは、「品目ごとに医療用医薬品の価値を踏まえて価格を決定した契約」

をいう。 

※ 単品単価契約率の計算については、下記のとおりとする。 

単品単価契約率＝単品単価契約に基づき取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額/

卸売販売業者と当該保険医療機関との間での取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額 

（３） 一律値引き契約とは、「卸売販売業者と当該保険医療機関との間で取引価格が定められ

た医療用医薬品のうち、一定割合以上の医療用医薬品について総価額で交渉し、総価額に見

合うよう当該医療用医薬品の単価を同一の割合で値引きすることを合意した契約」をいう。

この場合、一定割合以上とは、以下の計算により得られた割合が５割以上であることとし、

全ての医療用医薬品が一律値引きにより価格決定した場合を含むものとする。また、一律値

引き契約に係る状況については、一律値引き契約の該当の有無及び該当有りとした場合にあ

っては、取引卸売販売業者ごとの当該契約における値引き率（薬価と取引価格（税込み）と

の差を薬価で除し、これに 100 を乗じて得た率）を報告すること。 

※ 一律値引き契約における割合の計算については、下記のとおりとする。 

sugata
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総価額で交渉し、総価額に見合うよう当該医療用医薬品の単価を同一の割合で値引きする

ことを合意した契約に基づき取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額/卸売販売業者

と当該保険医療機関との間で取引価格が定められた医療用医薬品の薬価総額 

２ 妥結率、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況について、別添７の様式２の４によ

り、毎年 10 月１日から 11 月末日までに、同年４月１日から９月 30 日までの期間における実

績を地方厚生（支）局長へ報告することとし、11 月末日までの報告に基づく特定妥結率初診

料、特定妥結率再診料及び特定妥結率外来診療料は、12 月１日から翌年 11 月末日まで適用す

る。 

３ 単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況の報告については、平成 30 年 12 月から適用

することとし、平成 30 年 12 月までの間は、単品単価契約率及び一律値引き契約に係る状況の

報告がないことをもって特定妥結率初診料、特定妥結率再診料及び特定妥結率外来診療料が算

定されることはないこととすることから、平成 30 年４月以降、毎年 10 月１日から 11 月末日

までに、同年４月１日から９月 30 日までの期間における実績を地方厚生（支）局長へ報告す

ること。 

 

第２の６ オンライン診療料 

１ オンライン診療料に関する施設基準 

(１) 厚生労働省の定める情報通信機器を用いた診療に係る指針に沿って診療を行う体制を有す

る保険医療機関であること。 

(２) オンライン診療料の算定を行う患者について、緊急時に概ね 30 分以内に当該保険医療機

関が対面による診察が可能な体制を有していること。（ただし、区分番号「Ｂ００１」の

「５」小児科療養指導料、区分番号「Ｂ００１」の「６」てんかん指導料又は区分番号「Ｂ

００１」の「７」難病外来指導管理料の対象となる患者は除く。） 

(３) 当該保険医療機関において、１月当たりの区分番号「Ａ００１」再診料（注９による場合

は除く。）、区分番号「Ａ００２」外来診療料、区分番号「Ａ００３」オンライン診療料、

区分番号「Ｃ００１」在宅患者訪問診療料（Ⅰ）及び区分番号「Ｃ００１－２」在宅患者訪

問診療料（Ⅱ）の算定回数に占める区分番号「Ａ００３」オンライン診療料の算定回数の割

合が１割以下であること。 

２ 届出に関する事項 

オンライン診療料の施設基準に係る届出は、別添７の様式２の５を用いること。 

 

第２の７ 歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準 

１ 歯科点数表の初診料の注１に規定する施設基準 

(１) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄

・滅菌処理を徹底する等十分な院内感染防止対策を講じていること。 

(２) 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。 

(３) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を４年に１回以上、定期的に受講している常

勤の歯科医師が１名以上配置されていること。 

(４) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行

っていること。 



 - 13 -

(５) 全診療科において退院時要約が全患者について作成されていること。 

 ３ 届出に関する事項 

 診療録管理体制加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式 17 を用いること。 

 

第４の２ 医師事務作業補助体制加算 

１ 通則 

(１) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備しているこ

と。なお、総合入院体制加算や急性期看護補助体制加算等を届け出ている保険医療機関にお

いて、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制又は看護職員の負担の軽減及び

処遇の改善に資する体制を整備する場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支

えない。 

ア 当該保険医療機関内に、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤

務する医師の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配

置すること。 

イ 特別の関係にある保険医療機関での勤務時間も含めて、病院勤務医の勤務時間及び当直

を含めた夜間の勤務状況を把握していること（客観的な手法を用いることが望ましい）。

その上で、業務の量や内容を勘案し、特定の個人に業務負担が集中しないよう配慮した勤

務体系を策定し、職員に周知徹底していること。 

ウ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議（以下こ

の項において「委員会等」という。）を設置し、「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改

善に資する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、

その他適宜必要に応じて開催していること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関に

おける労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 19 条に規定する安全衛生委員会等、

既存の委員会を活用することで差し支えない。 

エ ウの計画は、現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容

と目標達成年次等を含めた病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とするこ

と。また、当該計画を職員に対して周知徹底していること。 

オ 当該計画には以下の項目を含むこと。 

医師と医療関係職種、医療関係職種と事務職員等における役割分担の具体的内容（例え

ば、初診時の予診の実施、静脈採血等の実施、入院の説明の実施、検査手順の説明の実施、

服薬指導など）について計画に記載し、院内の職員に向けて周知徹底するとともに、ウに

規定する委員会等で取組状況を定期的に評価し、見直しを行うこと。 

カ 当該計画には、医師の勤務体制等に係る取組について、次に掲げる項目のうち少なくと

も２項目以上を含んでいること。 

① 勤務計画上、連続当直を行わない勤務体制の実施 

② 前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間の一定時間の休息時間の確保（勤務間インター

バル） 

③ 予定手術前日の当直や夜勤に対する配慮 

④ 当直翌日の業務内容に対する配慮 

sugata
ハイライト表示
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⑤ 交替勤務制・複数主治医制の実施 

⑥ 育児・介護休業法第 23 条第１項、同条第３項又は同法第 24 条の規定による措置を活

用した短時間正規雇用医師の活用 

    キ 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示

する等の方法で公開すること。 

(２) 院内計画に基づき、診療科間の業務の繁閑の実情を踏まえ、医師の事務作業を補助する専

従者（以下「医師事務作業補助者」という。）を、15 対１補助体制加算の場合は当該加算

の届出を行った病床数（以下この項において同じ。）15 床ごとに１名以上、20 対１補助体

制加算の場合は 20 床ごとに１名以上、25 対１補助体制加算の場合は 25 床ごとに１名以上、

30 対１補助体制加算の場合は 30 床ごとに１名以上、40 対１補助体制加算の場合は 40 床ご

とに１名以上、50 対１補助体制加算の場合は 50 床ごとに１名以上、75 対１補助体制加算の

場合は 75 床ごとに１名以上、100 対１補助体制加算の場合は 100 床ごとに１名以上配置し

ていること。また、当該医師事務作業補助者は、雇用形態を問わない（派遣職員を含むが、

指揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式などを除く。）が、当該保険医療機関の常勤

職員（週４日以上常態として勤務し、かつ所定労働時間が週 32 時間以上である者をいう。

ただし、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第 23 条第１項、同条第３項

又は同法第 24 条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場

合にあっては、所定労働時間が週 30 時間以上であること。）と同じ勤務時間数以上の勤務

を行う職員であること。なお、当該職員は、医師事務作業補助に専従する職員の常勤換算に

よる場合であっても差し支えない。ただし、当該医療機関において医療従事者として勤務し

ている看護職員を医師事務作業補助者として配置することはできない。 

(３) 保険医療機関で策定した勤務医負担軽減策を踏まえ、医師事務作業補助者を適切に配置し、

医師事務作業補助者の業務を管理・改善するための責任者（医師事務作業補助者以外の職員

であって、常勤の者に限る。）を置くこと。当該責任者は適宜勤務医師の意見を取り入れ、

医師事務作業補助者の配置状況や業務内容等について見直しを行い、実際に勤務医の事務作

業の軽減に資する体制を確保することに努めること。なお、医師事務作業補助者が実際に勤

務する場所については、業務として医師の指示に基づく医師の事務作業補助を行う限り問わ

ないことから、外来における事務補助や、診断書作成のための部屋等における勤務も可能で

あること。ただし、医師事務作業補助体制加算１を算定する場合は、医師事務作業補助者の

延べ勤務時間数の８割以上の時間において、医師事務作業補助の業務が病棟又は外来におい

て行われており、当該業務の内容・場所・時間等が適切に記録されていること。なお、医師

の指示に基づく診断書作成補助及び診療録の代行入力に限っては、当該保険医療機関内にお

ける実施の場所を問わず、病棟又は外来における医師事務作業補助の業務時間に含めること

ができる。 

(４) 当該責任者は、医師事務作業補助者を新たに配置してから６か月間は研修期間として、業

務内容について必要な研修を行うこと。なお、６か月の研修期間内に 32 時間以上の研修

（医師事務作業補助者としての業務を行いながらの職場内研修を含む。）を実施するものと

し、当該医師事務作業補助者には実際に病院勤務医の負担軽減及び処遇の改善に資する業務

を行わせるものであること。研修の内容については、次の項目に係る基礎知識を習得するこ
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と。また、職場内研修を行う場合には、その実地作業における業務状況の確認及び問題点に

対する改善の取組みを行うこと。 

ア 医師法、医療法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

（昭和 33 年法律第 145 号）（以下「医薬品医療機器等法」という。）、健康保険法等

の関連法規の概要 

イ 個人情報の保護に関する事項 

ウ 当該医療機関で提供される一般的な医療内容及び各配置部門における医療内容や用語等 

エ 診療録等の記載・管理及び代筆、代行入力 

オ 電子カルテシステム（オーダリングシステムを含む。） 

(５) 院内に次の診療体制がとられ、院内規程を整備していること。 

ア 医師事務作業補助者の業務範囲について、「医師及び医療関係職と事務職員等との間等

での役割分担の推進について」（平成 19 年 12 月 28 日医政発第 1228001 号）にある、

「２ 役割分担の具体例 (１)医師、看護師等の医療関係職と事務職員等との役割分担 

１)書類作成等」に基づく院内規程を定めており、個別の業務内容を文書で整備している

こと。 

イ 診療記録（診療録並びに手術記録、看護記録等）の記載について、「診療録等の記載に

ついて」（昭和 63 年５月６日総第 17 号）等に沿った体制であり、当該体制について、院

内規程を文書で整備していること。 

ウ 個人情報保護について、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた

めのガイダンス」に準拠した体制であり、当該体制について、院内規程を文書で整備して

いること。 

エ 電子カルテシステム（オーダリングシステムを含む。）について、「医療情報システム

の安全管理に関するガイドライン」等に準拠した体制であり、当該体制について、院内規

程を文書で整備していること。特に、「成りすまし」がないよう、電子カルテシステムの

真正性について十分留意していること。医師事務作業補助者が電子カルテシステムに入力

する場合は代行入力機能を使用し、代行入力機能を有しないシステムの場合は、業務範囲

を限定し、医師事務作業補助者が当該システムの入力業務に携わらないこと。 

２ 医師事務作業補助体制加算１の施設基準 

医師事務作業補助者の延べ勤務時間数の８割以上の時間において、医師事務作業補助の業務が

病棟又は外来において行われており、かつ、それぞれの配置区分ごとに、以下の(１)から(４)ま

での基準を満たしていること。 

病棟及び外来の定義については、以下のとおりであること。 

ア 病棟とは、入院医療を行っている区域をいい、スタッフルームや会議室等を含む。ただし、

医師が診療や事務作業等を目的として立ち入ることがない診断書作成のための部屋及び医

事課等の事務室や医局に勤務している場合は、当該時間に組み込むことはできない。 

イ 外来とは、外来医療を行っている区域をいい、スタッフルームや会議室等を含む。ただし、

医師が診療や事務作業等を目的として立ち入ることがない診断書作成のための部屋及び医

事課等の事務室や医局に勤務している場合は、当該時間に組み込むことはできない。 

ただし、前段の規定にかかわらず、医師の指示に基づく診断書作成補助及び診療録の代行入
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力に限っては、当該保険医療機関内における実施の場所を問わず、病棟又は外来での医師事務

作業補助の業務時間に含めることができる。 

(１) 15 対１補助体制加算の施設基準 

   次のいずれかの要件を満たしていること。 

ア 「救急医療対策事業実施要綱」に規定する第三次救急医療機関、小児救急医療拠点病院

又は「周産期医療の体制構築に係る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置

している保険医療機関であること。 

イ 年間の緊急入院患者数が 800 名以上の実績を有する病院であること。 

(２) 20 対１、25 対１、30 対１及び 40 対１補助体制加算の施設基準 

   次のいずれかの要件を満たしていること。 

ア 「(１) 15 対１補助体制加算の施設基準」を満たしていること。 

イ 「災害時における医療体制の充実強化について」（平成 24 年３月 21 日医政発 0321 第

２号）に規定する災害拠点病院、「へき地保健医療対策事業について」（平成 13 年５月

16 日 医政発第 529 号）に規定するへき地医療拠点病院又は地域医療支援病院の指定を受

けていること。 

ウ 年間の緊急入院患者数が 200 名以上又は全身麻酔による手術件数が年間 800 件以上の実

績を有する病院であること。 

(３) 50 対１、75 対１及び 100 対１補助体制加算の施設基準 

次のいずれかの要件を満たしていること。 

ア 「(１) 15 対１補助体制加算の施設基準」又は「(２) 20 対１、25 対１、30 対１及び

40 対１補助体制加算の施設基準」を満たしていること。 

イ 年間の緊急入院患者数が 100 名以上（75 対１及び 100 対１補助体制加算については 50

名以上）の実績を有する病院であること。 

(４) 緊急入院患者数とは、救急搬送（特別の関係にある保険医療機関に入院する患者又は通院

する患者、介護老人保健施設若しくは介護医療院に入所する患者、介護療養型医療施設に入

院する患者若しくは居住系施設入居者等である患者を除く。）により緊急入院した患者数及

び当該保険医療機関を受診した次に掲げる状態の患者であって、医師が診察等の結果、緊急

に入院が必要と認めた重症患者のうち、緊急入院した患者数の合計をいう。なお、「周産期

医療対策整備事業の実施について」（平成８年５月 10 日児発第 488 号）に規定される周産

期医療を担う医療機関において救急搬送となった保険診療の対象となる妊産婦については、

母体数と胎児数を別に数える。 

ア 吐血、喀血又は重篤な脱水で全身状態不良の状態 

イ 意識障害又は昏睡 

ウ 呼吸不全又は心不全で重篤な状態 

エ 急性薬物中毒 

オ ショック 

カ 重篤な代謝異常（肝不全、腎不全、重症糖尿病等） 

キ 広範囲熱傷 

ク 外傷、破傷風等で重篤な状態 
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ケ 緊急手術を必要とする状態 

コ その他、「ア」から「ケ」までに準ずるような重篤な状態 

３ 医師事務作業補助体制加算２の施設基準 

それぞれの配置区分ごとに、２の(１)から(４)までの基準を満たしていること。 

 ４ 医師事務作業補助体制加算の病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、

平成 30 年３月 31 日において現に当該加算に係る届出を行っている保険医療機関については、平

成 31 年３月 31 日までの間に限り、平成 30 年度改定後の当該加算の当該基準を満たすものとみ

なすものであること。 

５ 届出に関する事項 

(１) 医師事務作業補助体制加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式 13 の４、様式 18 及び

様式 18 の２を用いること。 

(２) 毎年７月において、前年度における病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画

の取組状況を評価するため、別添７の様式 13 の４により届け出ること。なお、病院勤務医

の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制について、平成 30 年７月の届出において平成 30

年度改定前の基準で届け出ても差し支えないが、平成 31 年７月以降の届出においては、平

成 30 年度改定後の基準で届け出ること。 

(３) 当該加算の変更の届出に当たり、病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制に

ついて、直近７月に届け出た内容と変更がない場合は、様式 13 の４の届出を略すことがで

きること。 

 

第４の３ 急性期看護補助体制加算 

１ 通則 

(１） 年間の緊急入院患者数が 200 名以上の実績を有する病院又は「周産期医療の体制構築に係

る指針」に規定する総合周産期母子医療センターを設置している保険医療機関であること。

緊急入院患者数については、第４の２の２(４)と同様に取り扱うものであること。 

(２) 年間の救急自動車及び救急医療用ヘリコプターによる搬送人数を把握していること。 

(３) 次のいずれかを算定する病棟であること。 

ア 急性期一般入院基本料 

イ 特定機能病院入院基本料（一般病棟）の７対１入院基本料又は 10 対１入院基本料 

ウ 専門病院入院基本料の７対１入院基本料又は 10 対１入院基本料 

(４) 急性期看護補助体制加算を算定するものとして届け出た病床に、直近３月において入院し

ている全ての患者の状態を、別添６の別紙７の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又

はⅡに係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該加算を算定するものとして届け

出た病床に入院している患者全体（延べ患者数）に占める基準を満たす患者（別添６の別紙

７による評価の結果、下記別表のいずれかに該当する患者をいう。以下「基準を満たす患

者」という。）の割合が急性期一般入院料７又は 10 対１入院基本料を算定する病棟におい

ては一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰで 0.7 割以上、一般病棟用の重症度、医療・

看護必要度Ⅱで 0.6 割以上であること。ただし、産科患者、15 歳未満の小児患者、短期滞

在手術等基本料を算定する患者及び基本診療料の施設基準等（平成 30 年厚生労働省告示第
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また、当該病床の療養環境の改善に資する計画を、別添７の様式 25 の２に準じて策定し、届

け出るとともに、毎年７月にその改善状況について地方厚生（支）局長に報告すること。 

 

第 12 の３ 無菌治療室管理加算 

１ 無菌治療室管理加算に関する施設基準 

(１) 無菌治療室管理加算１に関する施設基準 

ア 当該保険医療機関において自家発電装置を有していること。 

イ 滅菌水の供給が常時可能であること。 

ウ 個室であること。 

エ 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ＩＳＯクラス

６以上であること。 

オ 当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式であ

ること。 

(２) 無菌治療室管理加算２に関する施設基準 

ア 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ＩＳＯクラス

７以上であること。 

イ (１)のア及びイを満たしていること。 

２ 届出に関する事項 

(１) 無菌治療室管理加算１及び無菌治療室管理加算２の施設基準に係る届出は、別添７の様式

26 の２を用いること。 

(２) 当該保険医療機関の配置図及び平面図（当該届出に係る自家発電装置が分かるもの）を添

付すること。 

(３) 当該届出に係る病棟の配置図及び平面図（当該届出に係る病室が明示されており、滅菌水

の供給場所及び空調設備の概要が分かるもの）を添付すること。 

 

第 13 重症皮膚潰瘍管理加算 

 １ 重症皮膚潰瘍管理加算に関する施設基準 

(１) 個々の患者に対する看護計画の策定、患者の状態の継続的評価、適切な医療機器の使用、 

褥瘡等の皮膚潰瘍の早期発見及び重症化の防止にふさわしい体制にあること。 

(２) その他褥瘡等の皮膚潰瘍の予防及び治療に関して必要な処置を行うにふさわしい体制にあ

ること。 

 ２ 届出に関する事項 

   重症皮膚潰瘍管理加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、

特に地方厚生（支）局長に対して、届出を行う必要はないこと。 

 

第 14 緩和ケア診療加算 

 １ 緩和ケア診療加算に関する施設基準 

(１) 当該保険医療機関内に、以下の４名から構成される緩和ケアに係るチーム（以下「緩和ケ

アチーム」という。）が設置されていること。 

sugata
ハイライト表示
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ア 身体症状の緩和を担当する専任の常勤医師 

イ 精神症状の緩和を担当する専任の常勤医師 

ウ 緩和ケアの経験を有する専任の常勤看護師 

エ 緩和ケアの経験を有する専任の薬剤師 

なお、アからエまでのうちいずれか１人は専従であること。ただし、当該緩和ケアチーム

が診察する患者数が１日に 15 人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。 

また、緩和ケア診療加算の注２に規定する点数を算定する場合には、以下の４名から構成

される緩和ケアチームにより、緩和ケアに係る専門的な診療が行われていること。 

ア 身体症状の緩和を担当する常勤医師 

イ 精神症状の緩和を担当する医師 

ウ 緩和ケアの経験を有する看護師 

エ 緩和ケアの経験を有する薬剤師 

(２) 緩和ケアチームの構成員は、外来緩和ケア管理料に係る緩和ケアチームの構成員と兼任で

あって差し支えない。 

また、悪性腫瘍患者に係る緩和ケアの特性に鑑みて、専従の医師にあっても、緩和ケア診

療加算を算定すべき診療及び外来緩和ケア管理料を算定すべき診療に影響のない範囲におい

て、専門的な緩和ケアに関する外来診療を行って差し支えない。（ただし、専門的な緩和ケ

アに関する外来診療に携わる時間は、所定労働時間の２分の１以下であること。） 

(３)  (１)のアに掲げる医師は、悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症

状緩和治療を主たる業務とした３年以上の経験を有する者であること。 

(４) (１)のイに掲げる医師は、３年以上がん専門病院又は一般病院での精神医療に従事した経 

験を有する者であること。 

(５) (１)のア及びイに掲げる医師は、以下のいずれかの研修を修了している者であること。ま

た、後天性免疫不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には下記研修を修

了していなくてもよい。 

ア がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研

修会 

イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会（国立研究開発法人国立がん研究セ

ンター主催）等 

(６) (１)のウに掲げる看護師は、５年以上悪性腫瘍患者の看護に従事した経験を有し、緩和ケ

ア病棟等における研修を修了している者であること。なお、ここでいう緩和ケア病棟等にお

ける研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。 

ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。（600 時間以上の研修期間で、修了

証が交付されるもの） 

イ 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であるこ

と。 

ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。 

(イ) ホスピスケア・疼痛緩和ケア総論及び制度等の概要 

(ロ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群のプロセスとその治療 
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(ハ) 悪性腫瘍又は後天性免疫不全症候群患者の心理過程 

(ニ) 緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法 

(ホ) セルフケアへの支援及び家族支援の方法 

(ヘ) ホスピス及び疼痛緩和のための組織的取組とチームアプローチ 

(ト) ホスピスケア・緩和ケアにおけるリーダーシップとストレスマネジメント 

(チ) コンサルテーション方法 

(リ) ケアの質を保つためのデータ収集・分析等について 

エ 実習により、事例に基づくアセスメントとホスピスケア・緩和ケアの実践 

(７） (１)のエに掲げる薬剤師は、麻薬の投薬が行われている悪性腫瘍患者に対する薬学的管理

及び指導などの緩和ケアの経験を有する者であること。 

(８) (１)のア及びイに掲げる医師については、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師と兼

任ではないこと。ただし、緩和ケア病棟入院料の届出に係る担当医師が複数名である場合は、

緩和ケアチームに係る業務に関し専任である医師については、緩和ケア病棟入院料の届出に

係る担当医師と兼任であっても差し支えないものとする。 

(９) 症状緩和に係るカンファレンスが週１回程度開催されており、緩和ケアチームの構成員及 

び必要に応じて、当該患者の診療を担う保険医、看護師、薬剤師などが参加していること。 

(10) 当該医療機関において緩和ケアチームが組織上明確に位置づけられていること。 

(11) 院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診療が受けられる旨の掲示をするなど、患者

に対して必要な情報提供がなされていること。 

(12)  緩和ケア診療加算の注４に規定する点数を算定する場合には、緩和ケアチームに、緩和ケ

ア病棟において悪性腫瘍患者の栄養食事管理に従事した経験又は緩和ケア診療を行う医療機

関において栄養食事管理（悪性腫瘍患者に対するものを含む。）に係る３年以上の経験を有

する専任の管理栄養士が参加していること。 

(13) がん診療の拠点となる病院とは、「がん診療連携拠点病院等の整備について」（平成 26

年１月 10 日健発 0110 第７号厚生労働省健康局長通知）に規定するがん診療連携拠点病院等

（がん診療連携拠点病院（都道府県がん診療連携拠点病院及び地域がん診療連携拠点病院）、

特定領域がん診療連携拠点病院及び地域がん診療病院）又は「小児がん拠点病院の整備につ

いて」（平成 24 年９月７日健発 0907 第２号厚生労働省健康局長通知）に規定する小児がん

拠点病院をいう。特定領域がん診療連携拠点病院については、当該特定領域の悪性腫瘍の患

者についてのみ、がん診療連携拠点病院に準じたものとして取り扱う。以下同じ。 

また、がん診療の拠点となる病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機

能評価を受けている病院に準じる病院とは、都道府県が当該地域においてがん診療の中核的

な役割を担うと認めた病院又は公益財団法人日本医療機能評価機構が定める機能評価（緩和

ケア病院）と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。 

 ２ 届出に関する事項 

(１) 緩和ケア診療加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式 27 を用いること。 

(２) １の(１)のアからエまでに掲げる医師、看護師及び薬剤師の経験が確認できる文書を添付

   すること。 

(３) １の(１)のアからエまでに掲げる医師、看護師及び薬剤師の勤務の態様（常勤・非常勤、
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専従・専任の別）及び勤務時間を、別添７の様式 20 を用いて提出すること。  

 

第 14 の２ 有床診療所緩和ケア診療加算 

１ 有床診療所緩和ケア診療加算に関する施設基準 

(１) 当該保険医療機関内に、身体症状、精神症状の緩和を担当する常勤医師及び緩和ケアの経

験を有する常勤看護師が配置されていること。 

(２) (１)に掲げる医師は、悪性腫瘍患者又は後天性免疫不全症候群の患者を対象とした症状緩

和治療を主たる業務とした１年以上の経験を有する者であること。 

(３) (１)に掲げる看護師は、３年以上悪性腫瘍患者の看護に従事した経験を有する者であるこ

と。 

(４) (１)に掲げる医師又は看護師は以下のいずれかの研修を修了している者であること。ただ

し、後天性免疫不全症候群の患者に対して緩和ケアに係る診療を行う場合には下記研修を修

了していなくてもよい。 

（医師の研修） 

ア がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した緩和ケア研

修会 

イ 緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会（国立研究開発法人国立がん研究セ

ンター主催）等 

（看護師の研修） 

ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。（２日以上かつ 10 時間の研修期間

で、修了証が交付されるもの） 

イ 緩和ケアのための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であるこ

と。 

ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。 

(イ) 緩和ケア総論及び制度等の概要 

(ロ) 緩和ケアのためのアセスメント並びに症状緩和のための支援方法 

(ハ) セルフケアへの支援及び家族支援の方法 

(５)  当該診療所における夜間の看護職員の数が１以上であること。 

(６) 院内の見やすい場所に緩和ケアが受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情

報提供がなされていること。 

２ 届出に関する事項 

(１) 有床診療所緩和ケア診療加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式 27 の２を用いるこ 

と。 

(２) １の(１)に掲げる医師及び看護師の経験が確認できる文書を添付すること。 

(３) １の(１)に掲げる医師及び看護師の勤務の態様（常勤・非常勤、専従・専任の別）及び勤

務時間を、別添７の様式 20 を用いて提出すること。  

 

第 15 精神科応急入院施設管理加算 

 １ 精神科応急入院施設管理加算に関する施設基準 
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15 対１入院基本料に限る。）、区分番号「Ａ１０４」特定機能病院入院基本料（精神病棟

である７対１入院基本料、10 対１入院基本料、13 対１入院基本料及び 15 対１入院基本料に

限る。）、区分番号「Ａ３１１」精神科救急入院料、区分番号「Ａ３１１－２」精神科急性

期治療病棟入院料及び区分番号「Ａ３１４」認知症治療病棟入院料のいずれかを算定してい

る病棟であること。 

(３) 必要に応じて患者の受入れが可能な精神科以外の診療科を有する医療体制との連携（他の

保険医療機関を含む。）が確保されていること。 

２ 届出に関する事項 

精神科身体合併症管理加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式 31 を用いること。 

 

第 17 精神科リエゾンチーム加算 

１ 精神科リエゾンチーム加算の施設基準 

(１) 当該保険医療機関内に、以下の３名以上から構成される精神医療に係る専門的知識を有し

た多職種からなるチーム（以下「精神科リエゾンチーム」という。）が設置されていること。 

ア ５年以上の勤務経験を有する専任の精神科の医師（他の保険医療機関を主たる勤務先と

する精神科の医師が対診等により精神科リエゾンチームに参画してもよい。） 

イ 精神科等の経験を３年以上有する、所定の研修を修了した専任の常勤の看護師。（精神

科等の経験は入院患者の看護の経験１年以上を含むこと。） 

ウ 精神科病院又は一般病院での精神医療に３年以上の経験を有する専従の常勤薬剤師、常

勤作業療法士、常勤精神保健福祉士又は常勤公認心理師のうち、いずれか１人。ただし、

当該精神科リエゾンチームが診察する患者数が週に 15 人以内である場合は、精神科病院

又は一般病院での精神医療に３年以上の経験を有する専任の常勤薬剤師、常勤作業療法士、

常勤精神保健福祉士又は常勤公認心理師のうち、いずれか１人で差し支えない。この場合

であっても、週 16 時間以上精神科リエゾンチームの診療に従事する必要があること。 

(２) (１)のイに掲げる看護師は、精神看護関連領域に係る適切な研修を修了した者であること。 

なお、ここでいう研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。 

ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること（600 時間以上の研修期間であって、

修了証が交付されるもの）。 

イ 精神看護関連領域に係る専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修で

あること。 

ウ 講義及び演習は、次の内容を含むものである。 

(イ) 精神看護関連領域に必要な理論及び保健医療福祉制度等の概要 

(ロ) 精神症状の病因・病態、治療 

(ハ) 精神看護関連領域における倫理的課題と対応方法 

(ニ) 精神看護関連領域に関するアセスメントと援助技術 

(ホ) 患者・家族の支援、関係調整 

(ヘ) ケアの連携体制の構築（他職種・他機関との連携、社会資源の活用） 

(ト) ストレスマネジメント 

(チ) コンサルテーション方法 

sugata
ハイライト表示
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エ 実習により、事例に基づくアセスメントと精神看護関連領域に必要な看護実践を含むも

のであること。 

(３) 精神科リエゾンチームが設置されている保険医療機関の入院患者の精神状態や算定対象と

なる患者への診療方針などに係るカンファレンスが週１回程度開催されており、精神科リエ

ゾンチームの構成員及び必要に応じて当該患者の診療を担当する医師、看護師などが参加し

ていること。 

(４) 精神科リエゾンチームによる診療実施計画書や治療評価書には、精神症状等の重症度評価、

治療目標、治療計画等の内容を含んでいること。 

(５) 精神科リエゾンチームによる当該診療を行った患者数や診療の回数等について記録してい

ること。 

(６) 平成 31 年３月 31 日までの間、平成 30 年３月 31 日時点で臨床心理技術者であった者につ

いて、公認心理師とみなす。平成 31 年４月１日から当分の間、以下のいずれかの要件に該

当する者を公認心理師とみなす。 

ア 平成 31 年３月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者 

イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者 

２ 届出に関する事項 

(１) 精神科リエゾンチーム加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式 32 を用いること。 

(２) 精神科リエゾンチームの医師及び看護師等の勤務の態様（常勤・非常勤、専従・専任の 

別）及び勤務時間を、別添７の様式 20 を用いて提出すること。 

 

第 17 の２ 強度行動障害入院医療管理加算 

１ 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準 

次の各号のいずれかに該当する病棟であること。 

(１) 児童福祉法第 42 条第２号に規定する医療型障害児入所施設（主として重症心身障害児を

入所させるものに限る。）又は同法第６条の２の２第３項に規定する独立行政法人国立病院

機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するものに係る障害者施設等入院基本

料を算定する病棟であること。 

(２) 児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟であること。 

２ 強度行動障害入院医療管理加算の対象患者 

「基本診療料の施設基準等」における強度行動障害スコア、医療度判定スコアについては、別

添６の別紙 14 の２を参照のこと。 

３ 届出に関する事項 

強度行動障害入院医療管理加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていれ 

ばよく、特に地方厚生（支）局長に対して、届出を行う必要はないこと。 

 

第 17 の３ 重度アルコール依存症入院医療管理加算 

１ 重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準 

(１) 精神科を標榜する保険医療機関であること。 

(２) 当該保険医療機関に常勤の精神保健指定医が２名以上配置されていること。なお、週３日
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当する者を公認心理師とみなす。 

ア 平成 31 年３月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者 

イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者 

２ 届出に関する事項 

重度アルコール依存症入院医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式 32 の３を用 

いること。 

 

第 17 の４ 摂食障害入院医療管理加算 

１ 摂食障害入院医療管理加算の施設基準 

(１) 摂食障害の年間新規入院患者数（入院期間が通算される再入院の場合を除く。）が 10 人

以上であること。 

(２) 摂食障害の専門的治療の経験を有する常勤の医師、管理栄養士及び公認心理師がそれぞれ

１名以上当該保険医療機関に配置されていること。なお、摂食障害の専門的治療の経験を有

する常勤の医師の配置について、週３日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間

が週 24 時間以上の勤務を行っている非常勤医師（摂食障害の専門的治療の経験を有する医

師に限る。）を２名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこ

れらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことが

できる。 

(３) 精神療法を行うために必要な面接室を有していること。 

(４) 平成 31 年３月 31 日までの間、平成 30 年３月 31 日時点で臨床心理技術者であった者につ

いて、公認心理師とみなす。平成 31 年４月１日から当分の間、以下のいずれかの要件に該

当する者を公認心理師とみなす。 

ア 平成 31 年３月 31 日時点で、臨床心理技術者として保険医療機関に従事していた者 

イ 公認心理師に係る国家試験の受験資格を有する者 

２ 届出に関する事項 

摂食障害入院医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式 32 の４を用いること。 

 

第 18 がん拠点病院加算 

 １ がん拠点病院加算の１のイに関する施設基準 

(１) 「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、がん診療連携拠点病院の指定を受

けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参

加していることが望ましい。 

(２) 保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、基準を満たしていること。当該基準

については、第１の２の(４)と同様であること。 

２ がん拠点病院加算の１のロに関する施設基準 

(１) 「がん診療連携拠点病院等の整備について」に基づき、地域がん診療病院の指定を受けて

いること。 

(２) 保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、基準を満たしていること。当該基準

については、第１の２の(４)と同様であること。 
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３ がん拠点病院加算の２に関する施設基準 

(１) 「小児がん拠点病院の整備について」（平成 24 年９月７日健発 0907 第２号厚生労働省健

康局長通知）に基づき、小児がん拠点病院の指定を受けていること。なお、キャンサーボー

ドについては、看護師、薬剤師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。 

(２) 保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、基準を満たしていること。当該基準

については、第１の２の(４)と同様であること。 

 ４ がん拠点病院加算の「注２」に掲げる加算に関する施設基準 

「がんゲノム医療中核拠点病院等の整備について」（平成 29 年 12 月 25 日健発 1225 第３号厚

生労働省健康局長通知）に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院の指定を受けていること。 

５ 届出に関する事項 

 がん拠点病院加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に 

地方厚生（支）局長に対して、届出を行う必要はないこと。 

 

第 19 栄養サポートチーム加算 

１ 栄養サポートチーム加算に関する施設基準 

(１) 当該保険医療機関内に、以下から構成される栄養管理に係るチーム（以下「栄養サポート

チーム」という。）が設置されていること。また、以下のうちのいずれか１人は専従である

こと。ただし、当該栄養サポートチームが診察する患者数が１日に 15 人以内である場合は、

いずれも専任で差し支えない。 

ア 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤医師 

イ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤看護師 

ウ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤薬剤師 

エ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤管理栄養士 

 なお、アからエまでのほか、歯科医師、歯科衛生士、臨床検査技師、理学療法士、作業療

法士、社会福祉士、言語聴覚士が配置されていることが望ましい。 

注２に規定する点数を算定する場合は、以下から構成される栄養サポートチームにより、

栄養管理に係る専門的な診療が行われていること。 

ア 栄養管理に係る所定の研修を修了した常勤医師 

イ 栄養管理に係る所定の研修を修了した看護師 

ウ 栄養管理に係る所定の研修を修了した薬剤師 

エ 栄養管理に係る所定の研修を修了した管理栄養士 

(２) (１)のアにおける栄養管理に係る所定の研修とは、医療関係団体等が実施する栄養管理の

ための専門的な知識・技術を有する医師の養成を目的とした 10 時間以上を要する研修であ

ること。なお、当該研修には、次の内容を含むものであること。 

ア 栄養不良がもたらす影響 

イ 栄養評価法と栄養スクリーニング 

ウ 栄養補給ルートの選択と栄養管理プランニング 

エ 中心静脈栄養法の実施と合併症及びその対策 

オ 末梢静脈栄養法の実施と合併症及びその対策 
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カ 経腸栄養法の実施と合併症及びその対策 

キ 栄養サポートチームの運営方法と活動の実際 

(３) (１)のイ、ウ及びエにおける栄養管理に係る所定の研修とは、次の事項に該当する研修で

あること。 

ア 医療関係団体等が認定する教育施設において実施され、40 時間以上を要し、当該団体

より修了証が交付される研修であること。 

イ 栄養管理のための専門的な知識・技術を有する看護師、薬剤師及び管理栄養士等の養成

を目的とした研修であること。なお、当該研修には、次の内容を含むものであること。 

(イ) 栄養障害例の抽出・早期対応（スクリーニング法） 

(ロ) 栄養薬剤・栄養剤・食品の選択・適正使用法の指導 

(ハ) 経静脈栄養剤の側管投与法・薬剤配合変化の指摘 

(ニ) 経静脈輸液適正調剤法の取得 

(ホ) 経静脈栄養のプランニングとモニタリング 

(ヘ) 経腸栄養剤の衛生管理・適正調剤法の指導 

(ト) 経腸栄養・経口栄養のプランニングとモニタリング 

(チ) 簡易懸濁法の実施と有用性の理解 

(リ) 栄養療法に関する合併症の予防・発症時の対応 

(ヌ) 栄養療法に関する問題点・リスクの抽出 

(ル) 栄養管理についての患者・家族への説明・指導 

(ヲ) 在宅栄養・院外施設での栄養管理法の指導 

(４) 当該保険医療機関において、栄養サポートチームが組織上明確に位置づけられていること。 

(５) 算定対象となる病棟の見やすい場所に栄養サポートチームによる診療が行われている旨の

掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。 

２ 届出に関する事項 

 栄養サポートチーム加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式 34 を用いること。なお、当

該加算の届出については実績を要しない。 

 

第 20 医療安全対策加算 

１ 医療安全対策加算１に関する施設基準 

(１) 医療安全管理体制に関する基準 

ア 当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専従の看護師、薬剤

師その他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されていること。なお、ここでいう

適切な研修とは、次に掲げる全ての事項に該当するものをいう。また、既に受講している

研修がこれらの事項を満たしていない場合には、不足する事項を補足する研修を追加受講

することで差し支えない。 

(イ) 国及び医療関係団体等が主催するものであること。 

(ロ) 医療安全管理者としての業務を実施する上で必要な内容を含む通算して 40 時間以

上のものであること。 

(ハ) 講義又は具体例に基づく演習等により、医療安全の基礎的知識、安全管理体制の構
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築、医療安全についての職員に対する研修の企画・運営、医療安全に資する情報収集

と分析、対策立案、フィードバック、評価、事故発生時の対応、安全文化の醸成等に

ついて研修するものであること。 

イ 医療に係る安全管理を行う部門（以下「医療安全管理部門」という。）を設置している

こと。 

ウ 医療安全管理部門の業務指針及び医療安全管理者の具体的な業務内容が整備されている

こと。 

エ 医療安全管理部門に診療部門、薬剤部門、看護部門、事務部門等の全ての部門の専任の

職員が配置されていること。 

オ 医療安全管理者が、安全管理のための委員会（以下「医療安全管理対策委員会」とい

う。）と連携し、より実効性のある医療安全対策を実施できる体制が整備されていること。 

カ 当該保険医療機関の見やすい場所に医療安全管理者等による相談及び支援が受けられる

旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供が行われていること。 

(２) 医療安全管理者の行う業務に関する事項 

ア 安全管理部門の業務に関する企画立案及び評価を行うこと。 

イ 定期的に院内を巡回し各部門における医療安全対策の実施状況を把握・分析し、医療安

全確保のために必要な業務改善等の具体的な対策を推進すること。 

ウ 各部門における医療事故防止担当者への支援を行うこと。 

エ 医療安全対策の体制確保のための各部門との調整を行うこと。 

オ 医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。 

カ 相談窓口等の担当者と密接な連携を図り、医療安全対策に係る患者・家族の相談に適切 

に応じる体制を支援すること。 

(３) 医療安全管理部門が行う業務に関する基準 

ア 各部門における医療安全対策の実施状況の評価に基づき、医療安全確保のための業務改

善計画書を作成し、それに基づく医療安全対策の実施状況及び評価結果を記録しているこ

と。 

イ 医療安全管理対策委員会との連携状況、院内研修の実績、患者等の相談件数及び相談内

容、相談後の取扱い、その他の医療安全管理者の活動実績を記録していること。   

ウ 医療安全対策に係る取組の評価等を行うカンファレンスが週１回程度開催されており、

医療安全管理対策委員会の構成員及び必要に応じて各部門の医療安全管理の担当者等が参

加していること。 

２ 医療安全対策加算２に関する施設基準 

(１) 医療安全管理体制に関する基準 

ア 当該保険医療機関内に、医療安全対策に係る適切な研修を修了した専任の看護師、薬剤

師その他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されていること。なお、ここでいう

適切な研修とは、１の(１)のアに掲げる研修である。 

イ １の(１)のイからカまでの基準を満たすこと。 

(２) １の(２)及び(３)の基準を満たすこと。 

 ３ 医療安全対策地域連携加算１の施設基準 
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(１) 医療安全対策加算１に係る届出を行っていること。 

(２) 当該保険医療機関内に、医療安全対策に３年以上の経験を有する専任の医師又は医療安全

対策に係る適切な研修を修了した専任の医師が医療安全管理部門に配置されていること。な

お、ここでいう適切な研修とは、１の(１)のアに掲げる研修である。 

この場合、１の(１)のアの規定に関わらず、当該専任医師が医療安全管理者として配置さ

れ、１の(１)のアに規定された専従の看護師、薬剤師その他の医療有資格者が医療安全管理

部門に配置されていることとしても差し支えない。 

(３) 他の医療安全対策加算１に係る届出を行っている保険医療機関及び医療安全対策加算２に

係る届出を行っている保険医療機関と連携し、それぞれ少なくとも年１回程度、医療安全対

策地域連携加算１に関して連携しているいずれかの保険医療機関に赴いて医療安全対策に関

する評価を行い、当該保険医療機関にその内容を報告すること。また、少なくとも年１回程

度、当該加算に関して連携している医療安全対策加算１に係る届出を行っている保険医療機

関より評価を受けていること。なお、感染防止対策地域連携加算を算定している保険医療機

関については、当該加算に係る評価と医療安全対策地域連携加算１に係る評価とを併せて実

施しても差し支えない。 

(４) (３)に係る評価については、次の内容に対する評価を含むものである。 

   ア 医療安全管理者、医療安全管理部門及び医療安全管理対策委員会の活動状況 

    (イ) 医療安全対策の実施状況の把握・分析、医療安全確保のための業務改善等の具体的

な対策の推進 

    (ロ) 当該対策や医療安全に資する情報の職員への周知（医療安全対策に係る体制を確保

するための職員研修の実施を含む） 

    (ハ) 当該対策の遵守状況の把握 

   イ 当該保険医療機関内の各部門における医療安全対策の実施状況 

     具体的な評価方法及び評価項目については、当該保険医療機関の課題や実情に合わせて

連携する保険医療機関と協議し定めること。その際、独立行政法人国立病院機構作成の

「医療安全相互チェックシート」を参考にされたい。 

４ 医療安全対策地域連携加算２の施設基準 

(１) 医療安全対策加算２に係る届出を行っていること。 

(２) 医療安全対策加算１に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、少なくとも年１回程

度、医療安全対策地域連携加算２に関して連携しているいずれかの保険医療機関より医療安

全対策に関する評価を受けていること。なお、感染防止対策地域連携加算を算定している保

険医療機関については、当該加算に係る評価と医療安全対策地域連携加算２に係る評価とを

併せて実施しても差し支えない。 

(３) (２)に係る評価については、３の（４）に掲げる内容に対する評価を含むものである。 

５ 届出に関する事項 

(１) 医療安全対策加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式 35 を用いること。 

(２) 医療安全対策地域連携加算１及び医療安全対策地域連携加算２の施設基準に係る届出は、

別添７の様式 35 の４を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。 
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第 21 感染防止対策加算 

１ 感染防止対策加算１の施設基準 

(１) 感染防止に係る部門（以下「感染防止対策部門」という。）を設置していること。この場

合において、第 20 の１の(１)のイに規定する医療安全対策加算に係る医療安全管理部門を

もって感染防止対策部門としても差し支えない。 

(２) (１)に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日

常業務を行うこと。 

ア 感染症対策に３年以上の経験を有する専任の常勤医師（歯科医療を担当する保険医療機

関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師） 

イ ５年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を修了した専任の

看護師 

ウ ３年以上の病院勤務経験を持つ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師 

エ ３年以上の病院勤務経験を持つ専任の臨床検査技師 

アに定める医師又はイに定める看護師のうち１名は専従であること。なお、感染制御チー

ムの専従の職員については、抗菌薬適正使用支援チームの業務を行う場合には、感染制御チ

ームの業務について専従とみなすことができる。 

当該保険医療機関内に上記のアからエまでに定める者のうち１名が院内感染管理者として

配置されていること。なお、当該職員は区分番号「Ａ２３４」に掲げる医療安全対策加算に

規定する医療安全管理者とは兼任できないが、第２部通則７に規定する院内感染防止対策に

掲げる業務は行うことができる。 

(３) (２)のイにおける感染管理に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。 

ア 国及び医療関係団体等が主催する研修であること。（600 時間以上の研修期間で、修了

証が交付されるもの） 

イ 感染管理のための専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であるこ

と。 

ウ 講義及び演習により、次の内容を含むものであること。 

(イ) 感染予防・管理システム 

(ロ) 医療関連感染サーベイランス 

(ハ) 感染防止技術 

(ニ) 職業感染管理 

(ホ) 感染管理指導 

(ヘ) 感染管理相談 

(ト) 洗浄・消毒・滅菌とファシリティマネジメント等について 

(４) 感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者又は感染制御チームの具体的な業務内容が整

備されていること。 

(５) (２)に掲げるチームにより、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予

防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適

正使用等の内容を盛り込んだ手順書（マニュアル）を作成し、各部署に配布していること。

なお、手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂すること。 

sugata
ハイライト表示
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(６) (２)に掲げるチームにより、職員を対象として、少なくとも年２回程度、定期的に院内感

染対策に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添２の第１の３の(５)に規定する

安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。 

(７) (２)に掲げるチームにより、感染防止対策加算２に係る届出を行った医療機関と合同で、

少なくとも年４回程度、定期的に院内感染対策に関するカンファレンスを行い、その内容を

記録していること。 

(８) (７)に規定するカンファレンスは、（２）のアからエ及び２の（３）のアからエの構成員

それぞれ１名以上が直接対面し、実施することが原則であるが、やむを得ない事情により参

加できない場合は、以下のアからウを満たすときに限り、リアルタイムでの画像を介したコ

ミュニケーション（以下この項において「ビデオ通話」という。）が可能な機器を用いて参

加することができる。 

   ア ビデオ通話によりカンファレンスを行う場合は、主として当該カンファレンスにおいて

取り上げる内容に関わる感染制御チームの構成員は、対面で参加していること。 

   イ （２）に掲げるチームと２の（３）に掲げる感染制御チームは、４回中１回以上一堂に

会し直接対面するカンファレンスを行っていること。なお、感染制御チームを構成する各

職種は、それぞれ１名以上当該カンファレンスに参加していればよいこと。 

   ウ  感染制御チームを構成する各職種が４回中２回以上直接対面するカンファレンスに参加

していること。 

（９） 当該保険医療機関又は感染防止対策加算２に係る届出を行った医療機関が「別添３」の

「別紙２」に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に属する保険医療機関

（特定機能病院、許可病床数が 400 床以上の病院、DPC 対象病院及び一般病棟入院基本料

に係る届出において急性期一般入院料１のみを届け出ている病院を除く。）の場合は、以

下のア及びイを満たすときに限り、ビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができ

る。 

   ア ビデオ通話によりカンファレンスを行う場合は、主として当該カンファレンスにおい

て取り上げる内容に関わる感染制御チームの構成員は、対面で参加していること。 

   イ 感染制御チームを構成する各職種が４回中１回以上直接対面するカンファレンスに参

加していること。 

（10）  ビデオ通話を用いる場合において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有す

る際は、患者の同意を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情

報システムと共通のネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。 

(11) (２)に掲げるチームにより、感染防止対策加算２を算定する医療機関から、必要時に院内

感染対策に関する相談等を受けていること。 

(12) 院内の抗菌薬の適正使用を監視するための体制を有すること。特に、特定抗菌薬（広域ス

ペクトラムを有する抗菌薬、抗ＭＲＳＡ薬等）については、届出制又は許可制の体制をとる

こと。 

(13) (２)に掲げるチームにより、１週間に１回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の

把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。 
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(14) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示している

こと。 

(15) 公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者機関による評価を受けていることが望まし

い。 

(16) 院内感染対策サーベイランス（ＪＡＮＩＳ）等、地域や全国のサーベイランスに参加して

いること。 

２ 感染防止対策加算２の施設基準 

(１) 当該保険医療機関の一般病床の数が 300 床以下を標準とする。 

(２) 感染防止対策部門を設置していること。ただし、第 20 の１の(１)イに規定する医療安全

対策加算に係る医療安全管理部門をもって感染防止対策部門としても差し支えない。 

(３) (２)に掲げる部門内に以下の構成員からなる感染制御チームを組織し、感染防止に係る日

常業務を行うこと。 

ア 感染症対策に３年以上の経験を有する専任の常勤医師（歯科医療を担当する保険医療機

関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師） 

イ ５年以上感染管理に従事した経験を有する専任の看護師 

ウ ３年以上の病院勤務経験を持つ感染防止対策にかかわる専任の薬剤師 

エ ３年以上の病院勤務経験を持つ専任の臨床検査技師 

当該保険医療機関内に上記のアからエまでに定める者のうち１名が院内感染管理者として

配置されていること。なお、当該職員は第 20 の１の(１)アに規定する医療安全対策加算に

係る医療安全管理者とは兼任できないが、第２部通則７に規定する院内感染防止対策に掲げ

る業務は行うことができる。 

(４) 感染防止対策の業務指針及び院内感染管理者若しくは感染制御チームの具体的な業務内容

が整備されていること。 

(５) (３)に掲げるチームにより、最新のエビデンスに基づき、自施設の実情に合わせた標準予

防策、感染経路別予防策、職業感染予防策、疾患別感染対策、洗浄・消毒・滅菌、抗菌薬適

正使用等の内容を盛り込んだ手順書（マニュアル）を作成し、各部署に配布していること。

なお、手順書は定期的に新しい知見を取り入れ改訂すること。 

(６) (３)に掲げるチームにより、職員を対象として、少なくとも年２回程度、定期的に院内感

染対策に関する研修を行っていること。なお当該研修は別添２の第１の３の(５)に規定する

安全管理の体制確保のための職員研修とは別に行うこと。 

(７) (３)に掲げるチームは、少なくとも年４回程度、感染防止対策加算１に係る届出を行った

医療機関が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスに参加していること。な

お、感染防止対策加算１に係る届出を行った複数の医療機関と連携する場合は、全ての連携

している医療機関が開催するカンファレンスに、それぞれ少なくとも年１回程度参加し、合

わせて年４回以上参加していること。 

  （８） （７）に規定するカンファレンスは、（３）のアからエ及び１の（２）のアからエの構成

員それぞれ１名以上が直接対面し、実施することが原則であるが、やむを得ない事情により

参加できない場合は、以下のアからウを満たすときに限り、ビデオ通話を用いて参加するこ

とができる。なお、患者の個人情報の取扱いについては、１の（10）の例による。 
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     ア ビデオ通話によりカンファレンスを行う場合は、主として当該カンファレンスにおいて

取り上げる内容に関わる感染制御チームの構成員は、対面で参加していること。 

    イ （３）に掲げるチームと１の（２）に掲げる感染制御チームは、４回中１回以上一堂に

会し直接対面するカンファレンスを行っていること。なお、感染制御チームを構成する各

職種は、それぞれ１名以上当該カンファレンスに参加していればよいこと。 

ウ 感染制御チームを構成する各職種が４回中２回以上直接対面するカンファレンスに参加

していること。 

（９） 当該保険医療機関又は感染防止加算１に係る届出を行った医療機関が、「別添３」の「別

紙２」に掲げる医療を提供しているが医療資源の少ない地域に属する保険医療機関（特定機

能病院、許可病床数が 400 床以上の病院、DPC 対象病院及び一般病棟入院基本料に係る届出

において急性期一般入院料１のみを届け出ている病院を除く。）の場合は、以下のア及びイ

を満たすときに限り、ビデオ通話が可能な機器を用いて参加することができる。 

ア ビデオ通話によりカンファレンスを行う場合は、主として当該カンファレンスにおいて

取り上げる内容に関わる感染制御チームの構成員は、対面で参加していること。 

イ 感染制御チームを構成する各職種が４回中１回以上直接対面するカンファレンスに参加

していること。 

(10) 院内の抗菌薬の適正使用を監視するための体制を有すること。特に、特定抗菌薬（広域ス

ペクトラムを有する抗菌薬、抗ＭＲＳＡ薬等）については、届出制又は許可制の体制をとる

こと。 

(11) (３)に掲げるチームにより、１週間に１回程度、定期的に院内を巡回し、院内感染事例の

把握を行うとともに、院内感染防止対策の実施状況の把握・指導を行うこと。 

(12) 当該保険医療機関の見やすい場所に、院内感染防止対策に関する取組事項を掲示している

こと。 

(13) 公益財団法人日本医療機能評価機構等、第三者機関による評価を受けていることが望まし

い。 

(14) 地域や全国のサーベイランスに参加していることが望ましい。 

３ 感染防止対策地域連携加算の施設基準 

(１) 感染防止対策加算１に係る届出を行っていること。 

(２) 他の感染防止対策加算１に係る届出を行っている保険医療機関と連携し、少なくとも年１

回程度、当該加算に関して連携しているいずれかの保険医療機関に相互に赴いて別添６の別

紙 24 又はこれに準じた様式に基づく感染防止対策に関する評価を行い、当該保険医療機関

にその内容を報告すること。また、少なくとも年１回程度、当該加算に関して連携している

いずれかの保険医療機関より評価を受けていること。なお、医療安全対策地域連携加算１又

は２を算定している保険医療機関については、当該加算に係る評価と感染防止対策地域連携

加算に係る評価とを併せて実施しても差し支えない。 

４ 抗菌薬適正使用支援加算の施設基準 

(１) 感染防止対策地域連携加算を算定する保険医療機関である。 

(２) 以下の構成員からなる抗菌薬適正使用支援チームを組織し、抗菌薬の適正使用の支援に係

る業務を行うこと。 
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ア 感染症の診療について３年以上の経験を有する専任の常勤医師（歯科医療を担当する保

険医療機関にあっては、当該経験を有する専任の常勤歯科医師） 

イ ５年以上感染管理に従事した経験を有し、感染管理に係る適切な研修を修了した専任の

看護師 

ウ ３年以上の病院勤務経験を持つ感染症診療にかかわる専任の薬剤師 

エ ３年以上の病院勤務経験を持つ微生物検査にかかわる専任の臨床検査技師 

アからエのうちいずれか１人は専従であること。なお、抗菌薬適正使用支援チームの専従

の職員については、感染制御チームの専従者と異なることが望ましい。また、抗菌薬適正使

用支援チームの専従の職員については、感染制御チームの業務を行う場合には、抗菌薬適正

使用支援チームの業務について専従とみなすことができる。 

（３） (２)のイにおける感染管理に係る適切な研修とは、１の（３）に掲げる研修である。 

(４) 抗菌薬適正使用支援チームは以下の業務を行うこと。 

ア 広域抗菌薬等の特定の抗菌薬を使用する患者、菌血症等の特定の感染症兆候のある患者、

免疫不全状態等の特定の患者集団など感染症早期からのモニタリングを実施する患者を施

設の状況に応じて設定する。 

イ 感染症治療の早期モニタリングにおいて、アで設定した対象患者を把握後、適切な微生

物検査・血液検査・画像検査等の実施状況、初期選択抗菌薬の選択・用法・用量の適切性、

必要に応じた治療薬物モニタリングの実施、微生物検査等の治療方針への活用状況などを

経時的に評価し、必要に応じて主治医にフィードバックを行い、その旨を診療録に記載す

る。 

ウ 適切な検体採取と培養検査の提出（血液培養の複数セット採取など）や、施設内のアン

チバイオグラムの作成など、微生物検査・臨床検査が適正に利用可能な体制を整備する。 

エ 抗菌薬使用状況や血液培養複数セット提出率などのプロセス指標及び耐性菌発生率や抗

菌薬使用量などのアウトカム指標を定期的に評価する。 

オ 抗菌薬の適正な使用を目的とした院内研修を少なくとも年２回程度実施する。また院内

の抗菌薬使用に関するマニュアルを作成する。 

カ 当該保険医療機関内で使用可能な抗菌薬の種類、用量等について定期的に見直し、必要

性の低い抗菌薬について医療機関内での使用中止を提案する。 

キ １の（11）に規定する院内の抗菌薬の適正使用を監視するための体制に係る業務につい

ては、施設の実態に応じて、感染制御チームではなく、抗菌薬適正使用支援チームが実施

しても差し支えない。 

(５) 抗菌薬適正使用支援チームが、抗菌薬適正使用支援加算を算定していない医療機関から、

必要時に抗菌薬適正使用の推進に関する相談等を受けていること。 

５ 届出に関する事項 

(１) 感染防止対策加算１及び２の施設基準に係る届出は、別添７の様式 35 の２を用いること。 

(２) 感染防止対策地域連携加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式 35 の３を用いること 

(３) 抗菌薬適正使用支援加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式 35 の５を用いること。 

（４）（１）から（３）までに係る当該加算の届出についてはいずれも実績を要しない。 
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工呼吸器離脱計画、呼吸器リハビリテーション等の内容を含んでいること。 

(５) 呼吸ケアチームは当該診療を行った患者数や診療の回数、当該患者のうち人工呼吸器離脱

に至った患者数、患者の１人当たりの平均人工呼吸器装着日数等について記録していること。 

(６) 保険医療機関の屋内における禁煙の取扱いについて、基準を満たしていること。当該基準

については、第１の２の(４)と同様であること。 

２ 届出に関する事項 

(１) 呼吸ケアチーム加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式 40 の２を用いること。 

(２) １の(６)の保険医療機関の屋内の禁煙の取扱いについては、当該基準を満たしていればよ

く、特に地方厚生（支）局長に対して、届出を行う必要はないこと。 

 

第 26 の２ 後発医薬品使用体制加算 

１ 後発医薬品使用体制加算の施設基準 

(１) 病院では、薬剤部門において後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・

評価し、その結果を踏まえ薬事委員会等で後発医薬品の採用を決定する体制が整備されてい

ること。 

有床診療所では、薬剤部門又は薬剤師が後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情

報を収集・評価し、その結果を踏まえ後発医薬品の採用を決定する体制が整備されているこ

と。 

(２) 当該保険医療機関において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、 

当該薬剤を合算した使用薬剤の薬価（薬価基準）別表に規定する規格単位ごとに数えた数量 

（以下「規格単位数量」という。）に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が、後発医薬 

品使用体制加算１にあっては 85％以上、後発医薬品使用体制加算２にあっては 80％以上 85

％未満、後発医薬品使用体制加算３にあっては 70％以上 80％未満、後発医薬品使用体制加

算４にあっては 60％以上 70％未満であること。 

(３) 当該保険医療機関において調剤した薬剤（(４)に掲げる医薬品を除く。）の規格単位数量

に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が 50

％以上であること。 

(４) 後発医薬品の規格単位数量の割合を算出する際に除外する医薬品 

ア 経腸成分栄養剤 

エレンタール配合内用剤、エレンタール P 乳幼児用配合内用剤、エンシュア・リキッド、

エンシュア・H、ツインライン NF 配合経腸用液、ラコール NF 配合経腸用液、エネーボ配

合経腸用液及びラコール NF 配合経腸用半固形剤 

イ 特殊ミルク製剤 

フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」及びロイシン・イソロイシン・破倫除去ミ

ルク配合散「雪印」 

ウ 生薬（薬効分類番号 510） 

エ 漢方製剤（薬効分類番号 520） 

オ その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品（薬効分類番号 590） 

(５) 入院及び外来において後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用に積極的に取り組んでい
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る旨を当該保険医療機関の入院受付、外来受付及び支払窓口の見やすい場所に掲示している

こと。 

２ 届出に関する事項 

 後発医薬品使用体制加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式 40 の３を用いること。なお、

当該加算の届出については実績を要しない。 

 

第 26 の３ 病棟薬剤業務実施加算 

１ 病棟薬剤業務実施加算１の施設基準 

(１) 当該保険医療機関に常勤の薬剤師が、２人以上配置されているとともに、病棟薬剤業務の

実施に必要な体制がとられていること。 

(２) 病棟薬剤業務を行う専任の薬剤師が当該保険医療機関の全ての病棟（区分番号「Ａ１０

６」障害者施設等入院基本料又は特殊疾患病棟入院料等の特定入院料（病棟単位で行うもの

に限る。）を算定する病棟を除く。）に配置されていること。ただし、この場合において、

複数の薬剤師が一の病棟において病棟薬剤業務を実施することを妨げない。 

病棟の概念及び１病棟当たりの病床数に係る取扱いについては、別添２の第２の１及び２

によるものであること。 

なお、病棟薬剤業務実施加算を算定できない手術室、治療室及び特殊疾患病棟入院料等の

特定入院料（病棟単位で行うものに限る。）を算定する病棟においても、病棟薬剤業務の実

施に努めること。 

(３) 当該保険医療機関において、病棟専任の薬剤師による病棟薬剤業務の直近１か月の実施時

間が合算して１週間につき 20 時間相当に満たない病棟（区分番号「Ａ１０６」障害者施設

等入院基本料又は特殊疾患病棟入院料等の特定入院料（病棟単位で行うものに限る。）を算

定する病棟を除く。）があってはならないこと。 

(４) 病棟薬剤業務の実施時間には、薬剤管理指導料及び退院時薬剤情報管理指導料算定のため

の業務に要する時間は含まれないものであること。 

(５) 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設（以下「医薬品情報管理室」という。）

を有し、常勤の薬剤師が１人以上配置されていること。 

(６) 医薬品情報管理室が、病棟専任の薬剤師を通じて、次のアからウまでに掲げる情報を積極

的に収集し、評価するとともに、一元的に管理し、当該情報及びその評価した結果について、

有効に活用されるよう分かりやすく工夫した上で、関係する医療従事者に速やかに周知して

いること。 

ア 当該保険医療機関における医薬品の投薬及び注射の状況（使用患者数、使用量、投与日

数等を含む。） 

イ 当該保険医療機関において発生した医薬品に係る副作用（医薬品医療機器等法第 68 条

の 10 第２項に規定されている厚生労働大臣に報告しなければならない副作用をいう。な

お、同法第 68 条の 10 第１項に規定されている副作用についても、同様の体制を講じてい

ることが望ましい。）、ヒヤリハット、インシデント等の情報 

ウ 公的機関、医薬品製造販売業者、卸売販売業者、学術誌、医療機関外の医療従事者等外

部から入手した医薬品の有効性、安全性、品質、ヒヤリハット、インシデント等の情報
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（後発医薬品に関するこれらの情報も含む。） 

(７) 医薬品安全性情報等（(６)アからウまでに掲げるものをいう。以下同じ。）のうち、迅速

な対応が必要となるものを把握した際に、電子媒体に保存された診療録、薬剤管理指導記録

等の活用により、当該医薬品を処方した医師及び投与された患者（入院中の患者以外の患者

を含む。）を速やかに特定でき、必要な措置を迅速に講じることができる体制を有している

こと。 

(８) 病棟専任の薬剤師と医薬品情報管理室の薬剤師が必要に応じカンファレンス等を行い、各

病棟での問題点等の情報を共有するとともに、各薬剤師が病棟薬剤業務を実施するにつき必

要な情報が提供されていること。 

(９) データベースの構築などにより医療従事者が、必要な時に医薬品情報管理室で管理してい

る医薬品安全性情報等を容易に入手できる体制を有していること。 

(10) 上記(６)から(９)までに規定する内容の具体的実施手順及び新たに入手した情報の重要度

に応じて、安全管理委員会、薬事委員会等の迅速な開催、関連する医療従事者に対する周知

方法等に関する手順が、あらかじめ「医薬品の安全使用のための業務に関する手順書（医薬

品業務手順書）」に定められており、それに従って必要な措置が実施されていること。 

(11) 区分番号「Ｂ００８」薬剤管理指導料に係る届出を行っていること。 

(12) 病棟専任の薬剤師の氏名が病棟内に掲示されていること。 

２ 病棟薬剤業務実施加算２の施設基準 

(１) 病棟薬剤業務実施加算１に係る届出を行っていること。 

(２) 病棟薬剤業務を行う専任の薬剤師が当該加算を算定する治療室に配置されていること。 

(３) 当該保険医療機関において、治療室専任の薬剤師による病棟薬剤業務の直近１か月の実施

時間が合算して１週間につき 20 時間相当に満たない治療室があってはならないこと。 

(４) 病棟薬剤業務の実施時間には、薬剤管理指導料及び退院時薬剤情報管理指導料算定のため

の業務に要する時間は含まれないものであること。 

(５) 医薬品情報管理室が、治療室専任の薬剤師を通じて、１の(６)のアからウまでに掲げる情

報を積極的に収集し、評価するとともに、一元的に管理し、当該情報及びその評価した結果

について、有効に活用されるよう分かりやすく工夫した上で、関係する医療従事者に速やか

に周知していること。 

(６) 治療室専任の薬剤師と医薬品情報管理室の薬剤師が必要に応じカンファレンス等を行い、

各治療室での問題点等の情報を共有するとともに、各薬剤師が病棟薬剤業務を実施するにつ

き必要な情報が提供されていること。 

３ 届出に関する事項 

(１) 病棟薬剤業務実施加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式 40 の４を用いること。 

(２) 当該保険医療機関に勤務する薬剤師の氏名、勤務の態様（常勤・非常勤、専従・非専従、

専任・非専任の別）及び勤務時間を別添７の様式 20 を用いて提出すること。 

(３) 調剤、医薬品情報管理、薬剤管理指導、在宅患者訪問薬剤管理指導又は病棟薬剤業務のい

ずれに従事しているかを（兼務の場合はその旨を）備考欄に記載する。 

(４) 調剤所及び医薬品情報管理室の配置図及び平面図を提出すること。 
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出加算１の届出を行っている保険医療機関が、新たに外来患者に係るデータを提出するもの

としてデータ提出加算２の届出を行うことは可能である。ただし、データ提出加算２の届出

を行っている保険医療機関が外来患者に係るデータを提出しないものとして、データ提出加

算１へ届出を変更することはできない。 

(３) 各調査年度において、累積して３回のデータ提出の遅延等が認められた場合は、適切なデ

ータ提出が継続的に行われていないことから、３回目の遅延等が認められた日の属する月に

速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは算

定できないこと。 

    (４) データ提出を取りやめる場合、１の基準を満たさなくなった場合及び(３)に該当した場合

      については、別添７の様式 40 の８を用い、その理由等を届出すること。なお、当該届出内 

      容は必要に応じて中央社会保険医療協議会へ報告されるものであること。 

(５) (４)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、２の手続きより開始

することとする。 

(６) データ提出加算１のロ又は２のロの規定については、平成 30 年３月 31 日においてこれら

の規定に基づく届出を行っている保険医療機関（許可病床数が 200 床以上の病院に限る。）

については、平成 31 年３月 31 日までの間に限り、なお従前の例により、算定することがで

きることとされているため、その間において、変更の届出は不要であるが、平成 31 年４月

１日以降も、引き続き、許可病床数が 200 床以上である場合には、変更の届出が必要である。 

 

第 26 の５ 入退院支援加算 

１ 入退院支援加算１に関する施設基準 

(１) 当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携業務を担う部門（以下第 26 の５におい

て「入退院支援部門」という。）が設置されていること。 

(２) 当該入退院支援部門に、入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の

看護師又は専従の社会福祉士が１名以上配置されていること。更に、専従の看護師が配置さ

れている場合には入退院支援及び地域連携業務に関する経験を有する専任の社会福祉士が、

専従の社会福祉士が配置されている場合には入退院支援及び地域連携業務に関する経験を有

する専任の看護師が配置されていること。（ただし、区分番号「Ａ307」小児入院医療管理

料（精神病棟に限る。）又は区分番号「Ａ309」特殊疾患病棟入院料（精神病棟に限る。）

を算定する病棟の患者に対して当該加算を算定する入退院支援を行う場合には、社会福祉士

に代えて精神保健福祉士の配置であっても差し支えない。以下、第 26 の５において同

じ。） 

(３) 入退院支援及び地域連携業務に専従する看護師又は社会福祉士が、当該加算の算定対象と

なっている各病棟に専任で配置されていること。当該専任の看護師又は社会福祉士が配置さ

れる病棟は１人につき２病棟、計 120 床までに限る。なお、20 床未満の病棟及び治療室に

ついては、病棟数の算出から除いてよいが、病床数の算出には含めること。また、病棟に専

任の看護師又は社会福祉士が、入退院支援部門の専従の職員を兼ねることはできないが、専

任の職員を兼ねることは差し支えない。 

(４) 転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い、連携する保険医療機関、介護保険法

sugata
ハイライト表示



 - 62 -

に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施

設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

く指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等（以下

「連携機関」という。）の数が 20 以上であること。また、(２)又は(３)の職員と、それぞ

れの連携機関の職員が年３回以上の頻度で面会し、情報の共有等を行っていること。なお、

面会には、個別の退院調整に係る面会等を含めて差し支えないが、年３回以上の面会の日付、

担当者名、目的及び連携機関の名称等を一覧できるよう記録すること。 

  （５） （４）に規定する連携機関の職員との年３回の面会は、対面で行うことが原則であるが、

やむを得ない事情により対面で面会することができない場合は、当該３回中１回（当該保険

医療機関又は連携機関が、「別添３」の「別紙２」に掲げる医療を提供しているが医療資源

の少ない地域に属する保険医療機関（特定機能病院、許可病床数が 400 床以上の病院、DPC

対象病院及び一般病棟入院基本料に係る届出において急性期一般入院料１のみを届け出てい

る病院を除く。）又は連携機関の場合、当該３回中３回）に限り、リアルタイムでの画像を

介したコミュニケーション（ビデオ通話）が可能な機器を用いて面会することができる。な

お、患者の個人情報の取扱いについては、第 21 の１の（10）の例による。 

(６) 過去 1年間の介護支援等連携指導料の算定回数と過去１年間の相談支援専門員との連携回

数（区分番号「Ａ307」小児入院医療管理料を算定する患者に対する支援に限る。）の合計

回数が、以下のア及びイを合計した数を上回ること。 

ア 「イ 一般病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数（介護支援等連携指導料を算定

できるものに限る。）に 0.15 を乗じた数と「ロ 療養病棟入院基本料等の場合」の算定

対象病床数（介護支援等連携指導料を算定できるものに限る。）に 0.1 を乗じた数の合計 

イ 「イ 一般病棟入院基本料等の場合」の算定対象病床数（区分番号「Ａ307」小児入院

医療管理料を算定する病床に限る。）に 0.05 を乗じた数 

なお、相談支援専門員との連携は、相談支援専門員と共同して、患者に対し、患者の

心身の状況等を踏まえ導入が望ましいと考えられる障害福祉サービス、地域相談支援又

は障害児通所支援や、当該地域において提供可能な障害福祉サービス、地域相談支援又

は障害児通所支援等の情報を提供すること。 

また、平成 29 年度の介護支援等連携指導料の算定回数については、「介護支援等連携

指導料」を「介護支援連携指導料」と読み替えること。 

(７) 病棟の廊下等の見やすい場所に、患者及び家族から分かりやすいように、入退院支援及び

地域連携業務に係る病棟に専任の職員及びその担当業務を掲示していること。 

２ 入退院支援加算２に関する施設基準 

(１) １の(１)及び(２)の施設基準を満たしていること。 

(２) 有床診療所の場合は、当該入退院支援部門に、入退院支援に関する経験を有する専任の看

護師、准看護師又は社会福祉士が１名以上配置されていること。 

３ 入退院支援加算３に関する施設基準 

(１) １の(１)の施設基準を満たしていること。 

(２) 当該入退院支援部門に入退院支援及び５年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有す

る専従の看護師又は入退院支援及び５年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有する専
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任の看護師並びに専従の社会福祉士が配置されていること。なお、当該専従の看護師又は専

従の社会福祉士は、週 30 時間以上入退院支援に係る業務に従事していること。 

４ 地域連携診療計画加算に関する施設基準 

(１) あらかじめ疾患や患者の状態等に応じた地域連携診療計画が作成され、連携機関と共有さ

れていること。 

(２) 連携機関の職員と当該保険医療機関の職員が、地域連携診療計画に係る情報交換のために、

年３回以上の頻度で面会し、情報の共有、地域連携診療計画の評価と見直しが適切に行われ

ていること。 

(３) 入退院支援加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。 

５ 入退院支援加算の「注５」に規定する施設基準 

(１) １の(１)の施設基準を満たしていること。 

(２) 当該入退院支援部門に、入退院支援に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専任の

社会福祉士が配置されていること。 

 ６ 入院時支援加算に関する施設基準 

(１)  入退院支援加算１又は２を届け出ている場合にあっては１の（２）で、入退院支援加算

３を届け出ている場合にあっては３の(２)で求める人員に加え、入院前支援を行う者として、

当該入退院支援部門に、入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専従の看

護師が１名以上又は入退院支援及び地域連携業務に関する十分な経験を有する専任の看護師

及び専任の社会福祉士がそれぞれ１名以上配置されていること。ただし、許可病床数が 200

床未満の病院にあっては、入退院支援に関する十分な経験を有する専任の看護師が１名以上

配置されていること。当該専任の看護師が、入退院支援加算１又は２を届け出ている場合に

あっては１の（２）で、入退院支援加算３を届け出ている場合にあっては３の(２)で求める

専従又は専任の看護師を兼ねることは差し支えない。 

(２)  転院又は退院体制等について、連携機関とあらかじめ協議し、地域連携に係る十分な体

制が整備されていること。 

７ 届出に関する事項 

(１) 入退院支援加算及び入院時支援加算の施設基準に係る届出は、別添７の様式 40 の９を用

いること。 

(２) 地域連携診療計画加算に係る届出は、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手

続きの取扱いについて」の別添２の様式 12 を用いること。これに添付する地域連携診療計

画は、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の別添２

の様式 12 の２に準じた様式を用いること。 

 

第 26 の６ 認知症ケア加算 

１ 認知症ケア加算１の施設基準 

(１) 当該保険医療機関内に、以下から構成される認知症ケアに係るチーム（以下「認知症ケア

チーム」という。）が設置されていること。このうち、イに掲げる看護師については、週 1

6 時間以上、認知症ケアチームの業務に従事すること。 

ア 認知症患者の診療について十分な経験を有する専任の常勤医師 

sugata
ハイライト表示
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イ 認知症患者の看護に従事した経験を５年以上有する看護師であって、認知症看護に係る

適切な研修を修了した専任の常勤看護師 

ウ 認知症患者等の退院調整について経験のある専任の常勤社会福祉士又は常勤精神保健福

祉士 

なお、アからウまでのほか、患者の状態に応じて、理学療法士、作業療法士、薬剤師、

管理栄養士が参加することが望ましい。 

(２) (１)のアに掲げる医師は、精神科の経験を５年以上有する医師、神経内科の経験を５年以

上有する医師又は認知症治療に係る適切な研修を修了した医師であること。なお、ここでい

う適切な研修とは、国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であり、認知症診断に

ついて適切な知識・技術等を修得することを目的とした研修で、２日間、７時間以上の研修

期間で、修了証が交付されるものであること。また、週３日以上常態として勤務しており、

かつ、所定労働時間が週 24 時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師（精神科の経験

を５年以上有する医師、神経内科の経験を５年以上有する医師又は認知症治療に係る適切な

研修を修了した医師に限る。）を２名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯

と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該２名以上の非常勤医師

が認知症ケアチームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすこ

とができる。 

(３) (１)のイに掲げる認知症看護に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをい

う。 

ア 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。（600 時間以上の研修期間で、修了

証が交付されるもの） 

イ 認知症看護に必要な専門的知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であるこ

と。 

ウ 講義及び演習は、次の内容を含むものであること。 

(イ) 認知症の原因疾患・病態及び治療・ケア・予防 

(ロ) 認知症に関わる保健医療福祉制度の変遷と概要 

(ハ) 認知症患者に特有な倫理的課題と対応方法 

(ニ) 認知症看護に必要なアセスメントと援助技術 

(ホ) コミュニケーションスキル 

(ヘ) 認知症の特性を踏まえた生活・療養環境の調整方法、行動・心理症状（BPSD）へ 

の対応 

(ト) ケアマネジメント（各専門職・他機関との連携、社会資源の活用方法） 

(チ) 家族への支援・関係調整 

エ 実習により、事例に基づくアセスメントと認知症看護関連領域に必要な看護実践を含む

ものであること。 

(４) (１)のウに掲げる社会福祉士又は精神保健福祉士は、認知症患者又は要介護者の退院調整

の経験のある者又は介護支援専門員の資格を有する者であること。 

(５) 認知症ケアチームは、以下の業務を行うこと。 

ア 認知症患者のケアに係るカンファレンスが週１回程度開催されており、チームの構成員
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及び当該患者の入院する病棟の看護師等、必要に応じて当該患者の診療を担う医師などが

参加していること。 

イ チームは、週１回以上、各病棟を巡回し、病棟における認知症患者に対するケアの実施

状況の把握や病棟職員への助言等を行うこと。 

ウ チームにより、身体的拘束の実施基準や鎮静を目的とした薬物の適正使用等の内容を盛

り込んだ認知症ケアに関する手順書（マニュアル）を作成し、保険医療機関内に配布し活

用すること。なお、認知症ケアの実施状況等を踏まえ、定期的に当該手順書の見直しを行

うこと。 

エ チームにより、認知症患者に関わる職員を対象として、認知症患者のケアに関する研修

を定期的に実施すること。 

(６) 認知症患者に関わる全ての病棟の看護師等は、原則として年に１回、認知症患者のアセス

メントや看護方法等について、当該チームによる研修又は院外の研修を受講すること（ただ

し、既に前年度又は前々年度に研修を受けた看護師等にあってはこの限りではない）。 

(７) 当該保険医療機関において、当該チームが組織上明確に位置づけられていること。 

２ 認知症ケア加算２の施設基準 

(１) 原則として、全ての病棟（小児科など身体疾患を有する認知症患者が入院しない病棟及び

精神病床は除く。）に、認知症患者のアセスメントや看護方法等に係る適切な研修を受けた

看護師を複数名配置すること。 

(２) (１)に掲げる適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。 

ア 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること。（修了証が交付されるも

の） 

イ 認知症看護に必要な専門的知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であるこ

と。 

ウ 講義及び演習は、次の内容について９時間以上含むものであること。 

(イ) 認知症の原因疾患と病態・治療 

(ロ) 入院中の認知症患者に対する看護に必要なアセスメントと援助技術 

(ハ) コミュニケーション方法及び療養環境の調整方法 

(ニ) 行動・心理症状（BPSD）、せん妄の予防と対応法 

(ホ) 認知症に特有な倫理的課題と意思決定支援 

    (３) 身体的拘束の実施基準や鎮静を目的とした薬物の適正使用等の内容を盛り込んだ認知症  

        ケアに関する手順書（マニュアル）を作成し、保険医療機関内に配布し活用すること。 

(４) (１)の看護師を中心として、病棟の看護師等に対し、少なくとも年に１回は研修や事例検

討会等を実施すること。 

３ 届出に関する事項 

    (１) 認知症ケア加算１の施設基準に係る届出は、別添７の様式 40 の 10 を用いること。 

(２) 認知症ケア加算２の届出は、保険医療機関単位で届け出るが、その際、小児科など身体疾

患を有する認知症患者が入院しない病棟及び精神病床を除いて届け出ることができること。

また、施設基準に係る届出は、別添７の様式 40 の 11 を用いること。 

 


